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野宮家における家業の継承

は　

じ　

め　

に

本
稿
で
は
、
野
宮
定
之
が
行
っ
た
学
問
や
学
問
観
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、

野
宮
家
の
家
業
で
あ
る
有
職
故
実
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
に
つ

い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

近
世
の
公
家
身
分
を
論
じ
る
に
お
い
て
、
橋
本
政
宣
氏
や
山
口
和
夫
氏
は
、
江

戸
幕
府
が
、
公
家
を
ど
の
よ
う
に
幕
藩
制
国
家
に
位
置
付
け
た
の
か
と
い
う
視
点

に
着
目
し
た
。
す
な
わ
ち
、
橋
本
氏
は
、
豊
臣
政
権
は
、
す
べ
て
の
公
家
に
家
業

を
設
定
し
、「
古
く
か
ら
そ
の
道
の
伝
統
的
な
」
家
業
を
有
す
る
家
は
そ
の
家
業

を
任
じ
、
そ
れ
以
外
の
公
家
に
つ
い
て
は
、「
有
職
」
や
「
儒
道
」
等
の
家
業
を

家
格
ご
と
に
当
て
は
め
、「
家
業
に
励
む
こ
と
が
公
家
衆
の
「
役
」、
公
家
衆
の
務

め
で
あ
る
」
と
そ
の
存
在
を
位
置
付
け
た
）
1
（

。
そ
の
上
で
、
江
戸
幕
府
は
、
公
家
に

対
し
、
家
業
を
担
っ
て
公
儀
の
規
範
下
に
あ
る
朝
廷
へ
奉
仕
す
る
こ
と
を
求
め
、

家
業
維
持
の
た
め
学
問
に
励
む
こ
と
を
規
定
し
続
け
た
と
指
摘
し
た
）
2
（

。

山
口
氏
は
、「
家
業
は
家
職
と
ほ
ぼ
同
義
」
で
、
公
家
が
家
職
を
担
っ
て
奉
仕

す
る
対
象
は
「
公
儀
」
規
範
下
の
朝
廷
で
あ
り
、
家
職
の
権
利
を
究
極
的
に
保
証

し
た
の
は
江
戸
幕
府
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
公
家
が
「
家
学
に
習
熟
し
家
職

を
全
う
す
る
こ
と
は
、
家
の
名
誉
と
存
立
、
身
分
を
維
持
す
る
必
須
の
課
題
」
と

し
て
、
公
家
が
学
問
を
学
ぶ
事
は
、
幕
府
と
朝
廷
か
ら
課
さ
れ
た
仕
事
で
あ
る
と

同
時
に
、
家
職
の
維
持
や
朝
儀
・
儀
式
の
作
法
を
学
ぶ
た
め
で
あ
っ
た
と
主
張
し

た
）
3
（

。そ
の
よ
う
な
な
か
、
藤
田
覚
氏
）
4
（

が
、
一
八
世
紀
末
に
幕
藩
制
国
家
が
迎
え
た
対

外
的
危
機
と
い
う
政
治
史
と
関
連
付
け
な
が
ら
、
朝
幕
関
係
の
変
化
を
具
体
的
に

論
じ
る
な
か
で
、
近
世
後
期
の
天
皇
と
公
家
社
会
の
変
化
を
、
朝
儀
・
儀
式
の
再

興
や
公
家
同
士
で
行
っ
た
勉
強
会
の
動
向
に
見
い
だ
す
指
摘
を
行
っ
て
以
降
、
近

世
の
公
家
社
会
が
学
問
を
通
じ
て
ど
う
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
っ
た
視
点
か

ら
の
研
究
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
研
究
は
、
寛
永
期
の
公
家
の

文
化
的
動
向
を
元
禄
文
化
（
＝
町
人
文
化
）
へ
の
展
開
と
し
て
位
置
付
け
た
林
屋

辰
三
郎
氏
や
熊
倉
功
夫
氏
の
研
究
）
5
（

を
批
判
的
に
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
）
6
（

。
ま
た
、

梅
田
千
尋
氏
は
、
土
御
門
家
に
お
け
る
家
職
の
継
承
を
検
討
す
る
な
か
で
、
公
家

本
所
は
、
幕
藩
制
身
分
支
配
を
前
提
に
、「
宗
教
・
学
問
を
職
分
と
し
て
確
保
し

た
い
諸
身
分
の
者
の
拠
り
所
と
な
っ
た
」
と
指
摘
す
る
な
ど
、
公
家
の
文
化
を
幕

藩
制
の
な
か
に
位
置
付
け
て
い
る
）
7
（

。

さ
ら
に
、
一
七
世
紀
中
期
か
ら
一
八
世
紀
の
朝
廷
に
つ
い
て
、
朝
儀
再
興
に
む

野
宮
家
に
お
け
る
家
業
の
継
承

│
野
宮
定
之
を
事
例
と
し
て

│

佐　

竹　
　

朋　

子
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史　　　窓

け
て
主
体
的
に
活
動
す
る
「
朝
廷
復
古
」
の
気
運
が
う
ま
れ
る
な
か
）
8
（

、
禁
裏
文
庫

へ
の
儀
式
書
集
積
を
目
的
と
し
て
、
天
皇
と
公
家
と
の
関
係
が
生
ま
れ
る
）
9
（

一
方
、

摂
家
に
よ
る
公
家
社
会
の
統
制
材
料
と
な
っ
た
の
が
有
職
故
実
知
で
あ
っ
た
）
10
（

こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
当
該
期
の
公
家
社
会
で
行
わ
れ
た
学
問
に
つ

い
て
は
、
儒
学
や
有
職
故
実
を
切
り
口
と
し
た
検
討
が
あ
る
も
の
の
）
11
（

、
学
問
の
目

的
と
し
て
は
、
天
皇
・
朝
廷
へ
の
職
務
や
奉
仕
で
あ
り
、
家
業
）
12
（

を
行
う
た
め
で
あ

る
こ
と
が
前
提
に
さ
れ
て
き
た
）
13
（

。

し
か
し
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
野
宮
定
基
が
儒
学
や

有
職
故
実
研
究
の
深
化
の
な
か
で
、
公
家
社
会
で
当
時
行
わ
れ
て
い
た
葬
送
儀
礼

を
批
判
し
て
、
儒
礼
に
よ
る
葬
送
儀
礼
を
実
践
す
る
に
至
っ
た
こ
と
や
、
文
久
の

修
陵
事
業
に
結
実
し
た
新
た
な
祭
祀
が
、
三
条
実
万
や
そ
の
周
辺
の
公
家
に
お
け

る
学
問
の
深
化
と
関
係
し
て
い
た
よ
う
に
、
学
問
と
儀
礼
は
常
に
密
接
な
関
係
が

あ
り
、
公
家
の
学
問
を
通
じ
て
、
公
家
社
会
内
部
の
質
的
変
化
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
）
14
（

。
そ
の
た
め
、
各
公
家
が
行
っ
た
学
問
を
検
討
し
、

事
例
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
は
、
公
家
社
会
の
変
化
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ

と
に
繋
が
ろ
う
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
野
宮
家
の
事
例
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
以
前
、

拙
稿
に
お
い
て
、
江
戸
時
代
の
公
家
は
蔵
書
を
ど
の
よ
う
に
集
め
、
ど
の
よ
う
に

活
用
し
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
な
か
で
、
野
宮
家
は
、
な
ぜ
、
新
家
で
あ
り

な
が
ら
、
充
実
し
た
蔵
書
を
持
つ
有
職
故
実
に
優
れ
た
家
と
し
て
幕
末
ま
で
続
い

た
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
）
15
（

。
そ
の
一
方
、
野
宮
定
基
・
定
俊
と
養
子
相
続

が
続
い
た
野
宮
家
で
は
、
な
ぜ
家
業
を
有
職
故
実
と
し
、
幕
末
ま
で
家
業
を
続
け

ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
十
分
に
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、

定
之
が
記
し
た
日
記
を
分
析
素
材
と
し
て
、
定
之
の
学
問
観
を
検
討
す
る
こ
と
で
、

野
宮
家
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
家
業
が
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討

し
た
い
。

ま
ず
、
第
一
章
で
は
、
野
宮
家
や
定
基
・
定
俊
・
定
之
に
つ
い
て
説
明
し
、
第

二
章
で
は
、
定
俊
か
ら
定
之
へ
と
行
わ
れ
た
家
業
継
承
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
第

三
章
で
は
、
定
之
が
祖
父
定
基
か
ら
受
け
継
い
だ
家
業
や
学
問
観
に
つ
い
て
検
討

し
、
第
四
章
で
は
、
定
之
の
学
問
が
ど
の
よ
う
に
家
業
へ
と
活
か
さ
れ
て
い
っ
た

の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
第
五
章
で
は
、
定
之
が
行
っ
た
書
物
の
購

入
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

1
．
野
宮
家
と
定
基
・
定
俊
・
定
之
に
つ
い
て

①
野
宮
家

野
宮
家
は
、
藤
原
北
家
師
実
流
花
山
院
家
の
庶
流
で
あ
り
、
家
格
は
、
近
衛
少

将
・
中
将
を
兼
ね
、
参
議
か
ら
中
納
言
、
最
高
は
大
納
言
ま
で
進
む
こ
と
が
で
き

る
羽
林
家
で
あ
る
。
家
禄
は
一
五
〇
石
で
、
一
条
家
と
家
礼
関
係
を
結
ん
で
い
た
。

野
宮
家
設
立
の
経
緯
を
記
す
と
、
慶
長
一
四
年
（
一
六
〇
九
）、
花
山
院
忠
長

が
、
猪
熊
事
件
に
関
わ
っ
た
こ
と
で
、
後
陽
成
天
皇
か
ら
咎
め
を
受
け
、
蝦
夷
島

へ
流
罪
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
花
山
院
家
で
は
、
流
罪
に
な
っ
た
忠
長
に
か
わ

り
弟
定
好
が
継
い
だ
。
た
だ
し
、
忠
長
に
は
、
慶
長
一
五
年
（
一
六
一
〇
）
に
誕

生
し
た
息
男
定
逸
が
お
り
、
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）、
定
逸
は
、
後
水
尾
天
皇

か
ら
一
家
を
興
す
こ
と
が
許
さ
れ
、
設
立
し
た
の
が
野
宮
家
で
あ
る
）
16
（

。

②
野
宮
定
基

野
宮
家
の
家
業
を
検
討
す
る
う
え
で
、
欠
か
せ
な
い
の
が
定
基
で
あ
る
。
定
基

は
、
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
七
月
一
四
日
、
父
中
院
通
茂
、
母
小
笠
原
左
衛
門

佐
助
信
女
の
息
男
と
し
て
誕
生
し
た
。
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に
、
叔
父
の
野
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野宮家における家業の継承

て
、
野
宮
家
を
継
い
だ
の
で
あ
る
。
定
俊
の
実
父
正
親
町
公
通
は
、
垂
加
神
道
を

興
し
た
公
家
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
有
職
故
実
に
も
秀
で
て
い
た
）
23
（

。
定
俊
は
、
一

〇
歳
で
野
宮
家
を
継
い
だ
が
、
公
家
と
し
て
の
教
養
な
ど
の
教
育
は
、
生
家
で
あ

る
正
親
町
家
で
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
定
俊
は
、
享
保
一
三
年
（
一
七

二
八
）
に
父
公
通
に
入
門
誓
状
を
提
出
し
、
垂
加
神
道
を
伝
授
さ
れ
て
い
た
）
24
（

。

正
親
町
公
通
は
、
子
ど
も
が
多
く
誕
生
し
た
が
、
嫡
子
が
若
く
し
て
死
去
す
る

な
ど
跡
継
ぎ
に
は
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
に

中
山
兼
親
の
息
男
と
し
て
誕
生
し
た
実
連
が
、
享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）
に
正

親
町
公
通
の
養
嫡
子
と
な
り
、
享
保
一
八
年
（
一
七
三
三
）
に
公
通
へ
入
門
し
た
。

し
か
し
、
公
通
は
、
同
年
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
実
連
の
教
育
は
公
通

の
門
弟
が
担
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
一
人
が
野
宮
定
俊
で
あ
っ
た
。
定
俊
は
、
神

道
に
と
ど
ま
ら
ず
、
有
職
故
実
も
含
め
た
公
家
と
し
て
の
教
養
面
全
般
に
お
け
る

実
連
の
師
と
な
り
）
25
（

、
ま
た
、
享
保
二
〇
年
（
一
七
三
五
）
か
ら
延
享
三
年
（
一
七

四
六
）
に
か
け
て
、
定
俊
は
実
連
へ
垂
加
神
道
を
伝
授
し
て
い
っ
た
）
26
（

。
な
お
、
定

俊
は
、
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
三
月
三
〇
日
に
死
去
し
て
い
る
。

④
野
宮
定
之

定
之
は
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
七
月
二
三
日
、
父
野
宮
定
俊
と
母
野
宮
定

基
女
と
の
間
に
誕
生
し
た
。
定
之
の
昇
進
や
日
記
の
残
存
状
況
に
つ
い
て
は
、
表

①
と
表
②
の
通
り
で
あ
る
。

定
之
の
日
記
は
、
一
七
歳
で
あ
る
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
か
ら
六
二
歳
で
死

去
す
る
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
ま
で
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
日
記
が
現

存
し
な
い
年
も
あ
れ
ば
、
日
記
を
記
さ
な
い
日
や
月
も
あ
る
。
ま
た
、
日
記
が
記

さ
れ
た
日
に
つ
い
て
も
、
一
日
の
行
動
や
勤
め
た
儀
式
に
つ
い
て
丁
寧
に
記
し
て

い
る
日
も
あ
れ
ば
そ
う
で
な
い
日
も
あ
る
た
め
、
定
之
の
日
記
に
は
内
容
に
差
が

宮
定
縁
（
父
中
院
権
大
納
言
通
純
・
兄
中
院
通
茂
、
野
宮
定
逸
養
子
）
の
死
去
に

よ
り
、
野
宮
家
を
継
ぎ
、
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
に
元
服
し
た
。
そ
し
て
、
正

徳
元
年
（
一
七
一
一
）
六
月
二
九
日
に
、
四
三
歳
で
死
去
し
た
。

定
基
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
研
究
が
あ
る
が
）
17
（

、
そ
の
中
で
も
、
定
基
の
学
問
に

つ
い
て
論
じ
た
宮
川
康
子
氏
に
よ
る
と
、
定
基
は
、
一
一
歳
で
野
宮
家
を
継
い
だ

た
め
、
生
家
で
あ
る
中
院
家
に
お
い
て
、
父
中
院
通
茂
か
ら
有
職
故
実
を
徹
底
的

に
学
ぶ
一
方
、
父
通
茂
は
、
熊
沢
蕃
山
の
門
下
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
定
基
の
学

問
の
師
に
は
熊
沢
蕃
山
の
門
下
生
が
多
く
お
り
、
蕃
山
学
を
身
に
つ
け
て
い
た
と

い
う
）
18
（

。
そ
の
た
め
、
定
基
に
と
っ
て
有
職
故
実
と
は
、「
儒
学
で
い
う
礼
に
等
し

く
、
礼
が
「
天
理
之
節
文
」
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
誰
の
目
に
も
明
白
な
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
19
（

」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
有
職
故
実
を
家
業
と
し
た
定
基
は
、

元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
に
約
二
〇
〇
年
ぶ
り
に
再
興
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
賀

茂
祭
の
古
制
に
つ
い
て
調
べ
上
げ
る
な
ど
し
た
こ
と
か
ら
）
20
（

、
当
時
の
世
評
に
東
園

基
量
・
平
松
時
方
・
滋
野
井
公
澄
と
並
ん
で
有
職
四
天
王
と
称
さ
れ
る
ま
で
に

至
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
）
21
（

。

③
野
宮
定
俊

定
俊
の
日
記
は
の
こ
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
定
俊
の
学
問
な
ど
を
具
体
的
に
明

ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、『
神
代
講
談
』（
元
文
元
年
〈
一
七
三

六
〉）、『
日
本
紀
神
代
巻
講
義
』（
延
享
二
年
〈
一
七
四
五
〉）、『
倭
姫
命
世
記
聞

書
』（
延
享
二
年
）
な
ど
の
著
作
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
神
道
に
傾
倒
し
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
）
22
（

。

実
は
、
定
俊
は
、
元
禄
一
五
年
（
一
七
〇
二
）
五
月
二
五
日
、
正
親
町
神
道
を

提
唱
し
た
正
親
町
公
通
の
息
男
と
し
て
誕
生
し
た
。
野
宮
定
基
が
死
去
し
た
直
後

で
あ
る
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
に
野
宮
家
の
養
子
と
な
り
、
定
基
女
と
婚
姻
し
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【表②】『野宮定之日記』（宮内庁書陵部所蔵）残存状況
タイトル 原本タイトル 年（西暦）※ 月・季※

『野宮定之日記』 1 「梅暦」 元文 2 年（1737） 4 月～ 6 月22日
『野宮定之日記』 2 「梅暦」 元文 2 年（1737） 6 月23日～12月
『野宮定之日記』 3 「梅暦」 元文 3 年（1738） 四季
『野宮定之日記』 4 「静寿暦」 元文 3 年（1738） 6 月～ 8 月、11月
『野宮定之日記』 5 「静寿暦」 元文 4 年（1739） 自正月
『野宮定之日記』 6 元文 4 年（1739） ( 7 月18～26日、 8 月11～16日、10月16日）
『野宮定之日記』 7 「静寿暦」 元文 5 年（1740） 四季
『野宮定之日記』 8 「愚記」 元文 6 年（1741） 正月、 4 月～ 8 月、11月12月
『野宮定之日記』 9 「静寿暦」 寛保 2 年（1742） 正月 2 月　
『野宮定之日記』10 延享 4 年（1747） （ 4 月28日・ 5 月 1 日・ 4 日）
『野宮定之日記』11 「静寿暦」 延享 5 年（1748） 正月～ 4 月
『野宮定之日記』12 「静寿暦」 延享 5 年（1748） 6 月 1 日～ 9 月30日　
『野宮定之日記』13 寛延元年（1748） 冬　
『野宮定之日記』14 寛延 2 年（1749） 春　
『野宮定之日記』15 寛延 3 年（1750） 4 月～ 8 月
『野宮定之日記』16 「静寿暦」 寛延 4 年（1751） 7 月　
『野宮定之日記』17 宝暦 3 年（1753） 冬
『野宮定之日記』18 宝暦 4 年（1754） 春、 6 月、秋冬
『野宮定之日記』19 宝暦 5 年（1755）
『野宮定之日記』20 宝暦 5 年（1755） 従 2 月27日
『野宮定之日記』21 宝暦 6 年（1756）

『野宮定之日記』22

宝暦 7 年（1757） （正月～ 3 月 2 日、6 月 5 ～ 6 日、8 月10日、11月26日、12月）
宝暦 8 年（1758） （4 月24日、7 月19日、8 月 6 日、9 月18日、11月20～21日、12月15日・24～25日・28日）

宝暦 9 年（1759） （ 5 月15日・20日・28～29日、6 月 7 ～11日・29日、7 月 6 日・14日、閏
7 月21日、8 月27日、9 月29～30日、11月 1 日・10日・17日、12月11日）

宝暦10年（1760） （正月 1 日、2 月 8 日、3 月 9 日・20日、4 月 6 日・9 ～10日、5 月20日、
6 月15日、8 月26日、10月24日、11月 8 日・15日、12月10日・29～30日）

『野宮定之日記』23 別記　親王宣下事 宝暦 9 年（1759） 5 月

『野宮定之日記』24
宝暦11年（1761）
宝暦12年（1762）
宝暦14年（1764）

『野宮定之日記』25 別記 宝暦12年（1762） 8 月
『野宮定之日記』26 権大納言拝賀記 明和 4 年（1767） 11月

『野宮定之日記』27 明和 8 年（1771）～
安永 6 年（1777）

『野宮定之日記』28 安永 7 年（1778）
『野宮定之日記』29 安永 8 年（1779）
『野宮定之日記』30 安永 8 年（1779）
『野宮定之日記』31 安永 9 年（1780）
『野宮定之日記』32 安永 9 年（1780）
『野宮定之日記』33 安永 9 年（1780）
『野宮定之日記』34 安永10年（1781）
『野宮定之日記』35 天明 1 年（1781）
『野宮定之日記』36 天明 1 年（1781）
『野宮定之日記』37 天明 2 年（1782）
※年月日については、日記表紙の記述をもとにした。なお、表紙に記述がない巻の一部については、実際に日記に記された月日を（　）内に記した。

【表①】野宮定之履歴
年 西暦 月日 詳　細

享保 6 年 1721 7 月23日 誕生
享保10年 1725 12月13日 任従五位下
享保15年 1730 2 月11日 元服、任侍従、叙従五位上
享保18年 1733 正月 5 日 叙正五位下
元文 1 年 1736 5 月19日 叙従四位下
元文 3 年 1738 5 月28日 右近衛権少将
元文 4 年 1739 12月28日 叙従四位上
延享 2 年 1745 3 月23日 叙正四位下
延享 3 年 1746 12月24日 任右近衛権中将
寛延 1 年 1748 9 月21日 兼近江介

年 西暦 月日 詳　細

宝暦 4 年 1754 5 月16日 任参議（中将如故）
12月26日 叙従三位

宝暦 8 年 1758 9 月18日 任権中納言
宝暦 9 年 1759 5 月20日 叙正三位
宝暦12年 1762 10月25日 辞権中納言
明和 2 年 1765 2 月14日 叙従二位

明和 4 年 1767 11月15日 任権大納言
11月26日 辞権大納言

明和 5 年 1768 1 月 9 日 叙正二位
天明 2 年 1782 2 月26日 薨去

（『野宮家譜』〈東京大学史料編纂所所蔵〉から作成）
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野宮家における家業の継承

あ
る
。

本
稿
で
は
、
定
之
が
日
記
に
記
し
た
学
問
に
関
す
る
記
述
を
取
り
上
げ
検
討
し

て
い
く
が
、
日
記
を
記
さ
な
い
日
に
つ
い
て
も
学
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、

定
之
が
行
っ
た
学
問
す
べ
て
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
定

之
は
、
自
ら
の
学
問
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
決
意
を
行
っ
た
時
期
に
は
、
そ
の
決

意
を
日
記
に
記
し
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
定
之
の
日
記
か
ら
、
学
問
の
変
化

を
中
心
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

2
．
家
業
の
継
承
に
つ
い
て

定
之
が
、
一
七
歳
で
あ
る
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
か
ら
二
〇
歳
で
あ
る
元
文

五
年
（
一
七
四
〇
）
に
か
け
て
記
し
た
日
記
に
は
、
定
之
が
行
っ
た
学
問
に
関
す

る
動
向
と
し
て
、
野
宮
邸
で
開
催
さ
れ
て
い
た
「
神
書
御
講
談
」
に
参
加
し
て
い

た
記
述
や
、
父
定
俊
や
元
英
か
ら
、
有
職
故
実
に
関
す
る
伝
授
を
受
け
て
い
た
記

述
が
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
こ
の
二
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

ま
ず
、
元
文
二
年
か
ら
元
文
五
年
ま
で
の
日
記
か
ら
、「
神
書
御
講
談
」
に
関

す
る
記
述
を
す
べ
て
抽
出
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

元
文
二
年
四
月
一
〇
日
条
「
神
書
御
講
読
元
英
（
荒
川
）
代
講
相
勤
、
聴
衆

如
例
」

元
文
二
年
十
二
月
八
日
条
「
今
夕
日
本
記
被
講
如
例
」

元
文
三
年
二
月
七
日
条
「
今
夕
日
本
紀
御
講
談
始
也
」

元
文
三
年
二
月
一
二
日
条
「
今
夕
御
講
無
之
、
依
暇
中
）
27
（

也
」

元
文
三
年
四
月
八
日
条
「
神
書
御
講
如
例
」

元
文
三
年
九
月
一
八
日
条
「
今
夕
神
武
記
御
講
談
也
」

元
文
三
年
九
月
二
八
日
条
「
家
公
（
野
宮
定
俊
）
被（
講
カ
）

搆
於
神
武
記
」

元
文
四
年
七
月
一
八
日
条
「
巳
刻
神
書
御
講
談
」

元
文
四
年
七
月
二
八
日
条
「
巳
刻
許
有
神
書
御
講
談
」

元
文
五
年
十
一
月
二
一
日
条
「
夕
炊
後
神
武
記
御
講
談
、
聴
衆
如
例
今
年
始
所

被
講
也
、
珍
重
也
）
28
（

」

と
あ
り
、
野
宮
邸
に
お
い
て
野
宮
定
俊
や
、
元
文
二
年
四
月
一
〇
日
条
で
は
元
英

と
言
う
人
物
が
定
俊
に
代
わ
っ
て
講
師
を
つ
と
め
、『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
の
講

釈
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
元
文
二
年
四
月
一
〇
日
条
や

元
文
五
年
一
一
月
二
一
日
条
に
は
、「
聴
衆
如
例
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
聴
衆
を

招
い
て
開
催
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
な
ぜ
、
野
宮
邸
に
お
い
て
、
定

俊
や
元
英
が
、『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
の
講
釈
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
章
で
記
し
た
よ
う
に
、
定
俊
は
、
正
親
町
実
連
の
教
育
を
担
っ
て
い
た
が
、

と
も
に
教
育
を
担
っ
て
い
た
玉
木
正
英
）
29
（

が
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
七
月
七
日
に

死
去
し
て
以
降
は
、
定
俊
が
実
連
の
後
見
役
を
つ
と
め
る
よ
う
に
な
っ
た
）
30
（

。
ま
た
、

辻
彦
三
郎
氏
に
よ
る
と
、
元
文
元
年
五
月
か
ら
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
三
月
に

か
け
て
、
定
俊
に
よ
る
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
の
講
習
会
が
実
施
さ
れ
、
実
連
を

は
じ
め
広
幡
長
忠
・
西
園
寺
公
晃
・
土
御
門
泰
連
・
小
倉
宜
季
・
沢
宜
成
ら
公
家

と
、
地
下
官
人
の
高
橋
宗
直
・
大
西
親
盛
、
中
院
家
の
家
僕
ら
が
参
加
し
て
い
た

と
い
う
）
31
（

。
つ
ま
り
、
定
之
の
日
記
に
記
さ
れ
た
、
野
宮
邸
に
お
い
て
聴
衆
を
前
に

し
た
定
俊
の
「
神
武
紀
御
講
談
」
と
は
、
実
連
へ
垂
加
神
道
の
伝
授
を
行
う
事
が

目
的
で
あ
り
、
定
之
の
他
、
垂
加
神
道
に
入
門
し
た
公
家
も
参
加
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
な
お
、
辻
彦
三
郎
氏
に
よ
る
と
、
定
俊
に
よ
る
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
の

講
釈
は
、
全
部
で
五
七
回
実
施
さ
れ
、
寛
保
元
年
一
〇
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て

も
、
定
俊
は
六
回
に
わ
た
り
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
の
講
釈
を
行
っ
た
と
い
う
）
32
（

。

ま
た
、
定
之
も
出
席
し
て
い
た
と
あ
る
が
、
定
之
の
日
記
に
、
定
俊
や
元
英
が
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『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
の
講
釈
を
行
っ
た
記
述
に
つ
い
て
は
、
元
文
五
年
ま
で
し

か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
、
日
記
に
記
さ
れ
た
回
数
は
全
部
で
一
〇
回
程
し

か
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
元
文
二
年
四
月
一
〇
日
条
に
お
い
て
、
定
俊
に
代
わ
っ
て
『
日
本

書
紀
』
神
代
巻
の
講
釈
を
つ
と
め
た
元
英
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
ろ
う
か
。

定
之
の
祖
父
野
宮
定
基
が
記
し
た
日
記
の
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
九
月
二
日
条

に
よ
る
と
、

此
日
或
人
以
小
童
一
人
来
、
問
其
姓
名
、
源
元
英
荒
川
也
、
生
年
十
四
才
、

父
者
源
元
凱
、
嘗
属
淀
城
主
藤
原
憲
之
朝
臣
（
石
川
憲
之
・
宝
永
四
年
〈
一

七
〇
七
〉
七
月
死
去
）
麾
下
、
有
故
辞
去
、
住
京
師
、
余
（
野
宮
定
基
）
即

以
元
英
為
家
僮
）
33
（

と
あ
り
、
こ
の
日
、
あ
る
人
が
野
宮
家
へ
小
童
一
人
を
連
れ
て
き
た
。
定
基
が
姓

名
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
源
姓
荒
川
元
英
で
あ
る
。
年
は
一
四
歳
で
、
父
は
淀
城
主

石
川
憲
之
に
仕
え
て
い
た
が
、
事
情
が
あ
っ
て
辞
去
し
、
京
都
に
住
む
と
い
う
。

定
基
は
、
元
英
は
見
込
み
が
あ
る
と
思
っ
た
の
か
、
家
僮
と
し
て
雇
っ
た
と
あ
る
。

定
基
は
、
荒
川
元
英
を
雇
っ
た
三
年
後
の
宝
永
八
年
（
一
七
一
一
）
に
死
去
す

る
が
、
そ
れ
ま
で
元
英
は
定
基
か
ら
有
職
故
実
に
つ
い
て
の
教
育
を
受
け
た
と
考

え
ら
れ
る
）
34
（

。
ま
た
、
元
英
が
野
宮
家
に
雇
わ
れ
て
か
ら
三
〇
年
程
た
っ
た
後
に
は
、

先
程
指
摘
し
た
よ
う
に
、
元
英
が
定
俊
に
代
わ
っ
て
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
の
講

釈
を
行
っ
た
記
述
が
あ
る
た
め
、
定
基
が
死
去
し
た
後
、
野
宮
家
を
継
い
だ
定
俊

と
同
じ
く
、
元
英
も
正
親
町
家
で
何
ら
か
の
教
育
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
定
之
も
、
父
定
俊
か
ら
垂
加
神
道
に
つ
い
て
の
指
導
を
受
け
た
の
か
と

言
う
と
、
定
之
が
記
し
た
日
記
に
は
、
そ
の
よ
う
な
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
確
か

に
、
定
之
の
日
記
に
は
、
定
俊
や
元
英
に
よ
る
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
の
講
釈
に

出
席
し
て
い
た
こ
と
や
、
正
親
町
家
の
門
人
が
父
定
俊
の
も
と
を
訪
れ
、
垂
加
神

道
に
関
す
る
遣
り
取
り
を
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
父
定
俊
が
定
之
へ

垂
加
神
道
を
伝
授
し
た
記
述
は
な
い
。
つ
ま
り
、
定
俊
が
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻

の
講
釈
を
行
っ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
正
親
町
実
連
へ
の
伝
授
が
目
的
で
あ
り
、
む

し
ろ
、
定
俊
は
、
野
宮
家
の
家
業
は
有
職
故
実
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
定
之
へ

は
、
野
宮
家
の
家
業
で
あ
る
有
職
故
実
を
伝
授
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
定
之
が
記
し
た
日
記
の
元
文
二
年
五
月
一
〇
日
条
に
よ
る
と
、

十
日
、
戊
戌
、
雨
降
、
厳
閣
（
野
宮
定
俊
）
仰
云
、
小
野
宮
一
流
日
野
・
徳
大

寺
等
、
自
崩
御
日
殿
上
人
・
公
卿
無
差
別
巻
纓
云
々
、
家
説
也
、
厳
閣
仰
云
、

公
卿
者
倚
廬
之
間
垂
纓
、
諒
闇
服
時
巻
纓
ト
云
々

と
あ
り
、
父
定
俊
が
言
う
に
は
、
平
安
時
代
に
始
ま
っ
た
有
職
故
実
の
流
派
で
あ

る
小
野
宮
流
に
属
す
る
日
野
家
や
徳
大
家
な
ど
は
、
天
皇
の
崩
御
日
よ
り
、
殿
上

人
・
公
卿
の
違
い
な
く
、
冠
の
纓
）
35
（

の
形
は
、
巻
纓
で
あ
る
と
い
う
。
天
皇
の
崩
御

に
際
し
て
、
冠
を
巻
纓
に
す
る
こ
と
は
家
説
で
あ
る
。
ま
た
、
天
皇
が
父
母
の
死

去
に
際
し
て
仮
屋
で
喪
に
服
し
て
い
る
時
、
公
卿
の
冠
は
垂
纓
で
あ
り
、
天
皇
が

死
去
し
た
際
に
着
用
す
る
諒
闇
服
の
時
、
公
卿
の
冠
は
巻
纓
で
あ
る
、
と
記
さ
れ

て
い
る
。

同
年
四
月
一
四
日
、
中
御
門
天
皇
が
死
去
し
た
こ
と
か
ら
、
定
俊
は
定
之
へ
、

天
皇
が
倚
廬
や
諒
闇
の
時
に
着
用
す
る
冠
の
纓
の
形
式
に
つ
い
て
教
授
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
古
来
よ
り
、
冠
は
身
分
を
表
す
重
要
な
役
目
を
果
た
し

て
お
り
、
纓
の
形
式
も
、
文
官
か
武
官
か
で
違
い
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
文
官
や

武
官
は
兼
任
が
重
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
区
別
が
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
公
家
の

間
で
は
、
纓
の
形
式
に
よ
っ
て
身
分
を
表
す
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、
天
皇
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の
葬
送
儀
礼
は
、
応
仁
の
乱
に
よ
っ
て
古
制
が
失
わ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
な

る
と
、
幕
府
に
よ
っ
て
新
た
に
整
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
）
36
（

、
天
皇
お
よ
び
天
皇
家
の

葬
礼
時
の
装
束
に
つ
い
て
、
江
戸
時
代
中
期
に
至
っ
て
も
、
公
家
の
間
で
一
定
し

な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
定
俊
は
、
纓
の
形
式
に
つ
い
て
古
制

を
元
に
検
討
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
定
之
が
記
し
た
日
記
の
同
年
一
二
月
二
二
日
条
に
は
、

家
君
（
野
宮
定
俊
）
命
云
（
中
略
）
礼
紙
・
懸
紙
之
事
、
先
者
同
事
也
、
猶

子
細
有
之
也
、
序
ニ
厳
閣
（
野
宮
定
俊
）
御
伝
授
也
、
可
秘
〳
〵

と
あ
り
、
定
俊
が
命
じ
て
言
う
に
は
、
礼
紙
や
懸
紙
は
同
じ
事
で
あ
り
、
な
お
子

細
が
あ
る
。
序
に
定
俊
か
ら
伝
授
を
受
け
た
、
秘
す
こ
と
で
あ
る
、
と
あ
る
。

こ
の
他
に
も
、
定
之
の
日
記
に
は
、
定
俊
が
説
い
た
有
職
故
実
や
宮
中
に
出
仕

す
る
う
え
で
必
要
な
事
柄
が
書
き
留
め
ら
れ
、
そ
の
際
「
御
伝
授
」
と
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
父
定
俊
か
ら
有
職
故
実
に
つ
い
て
の
伝
授
を
受
け
て
い
た
の
で

あ
る
。
定
俊
の
父
正
親
町
公
通
は
、
有
職
故
実
に
秀
で
た
公
家
と
し
て
著
名
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
公
通
に
教
育
を
受
け
た
定
俊
も
、
や
は
り
有
職
故
実
に
秀
で

た
人
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
定
之
の
日
記
に
は
、
荒
川
元
英
か
ら
も
有
職
故
実
に
つ
い
て
の
「
伝

授
」
を
受
け
て
い
る
記
述
が
あ
る
。
例
え
ば
、
元
文
二
年
五
月
一
四
日
条
に
は
、

「
戌
剋
荒
川
元
英
伝
授
処
也
、
此
度
右
府
兼
香
（
一
条
）
方
ノ
人
皆
垂
纓
之
由
、
尤
着

諒
闇
服
人
者
巻
纓
、
此
事
始
者
巻
纓
ノ
由
ニ
テ
俄
被
改
了
、
猶
委
細
明
日
之
所
ニ
記
之
」
と
あ
り
、

荒
川
元
英
の
伝
授
が
あ
り
、
こ
の
度
一
条
兼
香
の
家
礼
は
、
皆
冠
は
垂
纓
で
あ
る

と
の
こ
と
、
尤
も
諒
闇
服
時
の
冠
は
巻
纓
で
あ
り
、
は
じ
め
巻
纓
で
あ
っ
た
の
が

突
然
改
め
ら
れ
た
、
な
お
委
細
は
明
日
の
と
こ
ろ
に
記
す
、
と
あ
る
。
つ
ま
り
、

野
宮
家
は
一
条
家
の
家
礼
で
あ
る
た
め
、
荒
川
元
英
か
ら
一
条
家
の
有
職
故
実
に

つ
い
て
伝
授
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
定
之
は
、
定
俊
が
行
っ
た
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
の
講
釈
に
出
席

し
て
い
た
が
、
垂
加
神
道
の
伝
授
は
受
け
て
お
ら
ず
、
定
俊
と
荒
川
元
英
か
ら
有

職
故
実
を
伝
授
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

定
之
は
、
元
文
五
年
以
降
、
元
文
六
年
（
寛
保
元
年
、
一
七
四
一
）・
寛
保
二

年
（
一
七
四
二
）、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
と
日
記
を
記
し
て
い
る
が
、
記
述

が
少
な
く
、
学
問
に
つ
い
て
記
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
延
享
五
年
（
一
七
四

八
）
の
日
記
に
は
、
定
之
の
学
問
に
対
す
る
考
え
方
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
記
述

が
あ
り
、
以
降
の
学
問
に
変
化
が
表
れ
る
。
そ
の
た
め
、
次
章
で
は
、
延
享
五
年

以
降
、
定
之
が
行
っ
た
学
問
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

3
．
定
之
の
学
問
観

定
之
が
、
二
八
歳
で
あ
る
延
享
五
年
（
一
七
四
八
）
に
記
し
た
日
記
に
は
、
日

付
の
な
い
最
初
の
頁
に
、
学
問
に
対
す
る
決
意
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
、
卯
半
剋
出
寝
、
亥
半
剋
就
寝
、
空
勿
過
月
日
、
専
惜
寸
陰
、
不
媹
不
午

眠
、
小
式
部
（
内
侍
）
大
江
山
の
哥
、
伊
勢
大
輔
け
ふ
九
重
の
哥
な
と

ハ
当
意
即
妙
な
り
、
世
秀
逸
と
て
賞
翫
事
な
り
、
こ
れ
は
常
の
習
練
に

有
事
也
、
昔
よ
り
世
に
名
を
残
し
、
又
人
の
賞
翫
す
る
は
な
に
故
な
れ

は
漢
才
の
た
く
ま
し
き
故
也
、
有
識
の
家
元
も
月
輪
禅
閣
（
九
条
兼

実
）
及
宇
治
贈
相
国
（
藤
原
頼
長
）
な
と
皆
然
り
、
常
に
習
練
し
て
才

学
を
た
く
ま
し
く
す
へ
き
事
也
、

　
　

公
事
部
類
・
諸
事
抄
書
、
今
年
中
可
遂
之
功
、

　
　
　

読
書
・
手
跡
・
和
哥

唯
書
を
よ
む
は
小
児
ノ
読
書
ニ
異
な
ら
す
、
そ
れ
を
取
て
は
た
ら
か
す
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へ
し

と
あ
り
、
平
安
時
代
の
歌
人
で
あ
る
小
式
部
内
侍
や
伊
勢
大
輔
が
詠
ん
だ
和
歌
は
、

当
意
即
妙
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
世
間
に
お
い
て
秀
逸
で
あ
る
と
賞
翫
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
常
の
習
練
の
賜
物
で
あ
る
。
昔
か
ら
名
を
残
し
、
ま
た
、
人
が
賞
翫
す

る
和
歌
を
詠
む
人
は
ど
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
の
か
と
言
う
と
、
漢
才
に
優
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
有
識
の
家
元
で
あ
る
九
条
兼
実
（
久
安
五
年
〈
一
一
四
九
〉

〜
承
元
元
年
〈
一
二
〇
七
〉）
や
藤
原
頼
長
（
保
安
元
年
〈
一
一
二
〇
〉
〜
保
元

元
年
〈
一
一
五
六
〉）
な
ど
も
然
り
で
あ
り
、
常
に
習
練
を
し
て
才
学
を
逞
し
く

す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
あ
る
。
ま
た
、
今
年
の
抱
負
と
し
て
、
公
事
部
類
や
諸
事

抄
書
は
今
年
中
に
遂
げ
る
べ
き
仕
事
で
あ
る
。
た
だ
書
を
読
む
こ
と
は
子
ど
も
の

読
書
と
異
な
ら
な
い
。
漢
才
を
働
か
し
な
が
ら
、
書
を
読
む
こ
と
だ
、
と
記
し
て

い
る
。

つ
ま
り
、
定
之
は
、
昔
よ
り
名
を
遺
し
て
き
た
人
た
ち
に
は
ど
の
よ
う
な
理
由

が
あ
る
の
か
と
言
う
と
、
常
に
勉
強
を
重
ね
「
漢
才
」
に
優
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

り
、
本
当
の
意
味
で
学
問
を
行
う
に
は
、
漢
才
を
逞
し
く
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と

気
が
付
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
読
書
に
お
い
て
は
、
漢
才
を
働
か
し
て
、
書
物

に
記
さ
れ
た
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
も
認
識
し
た
。

定
之
が
、
以
上
の
よ
う
な
学
問
へ
の
取
り
組
み
方
に
つ
い
て
の
決
意
を
日
記
に

記
し
た
の
は
、
父
定
俊
や
荒
川
元
英
か
ら
の
有
職
故
実
の
伝
授
を
終
え
て
、
自
ら

学
問
に
取
り
組
む
段
階
へ
と
進
ん
だ
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
定
之

の
延
享
五
年
以
降
の
日
記
で
は
、
父
定
俊
や
荒
川
元
英
が
、
有
職
故
実
に
つ
い
て

談
じ
た
事
柄
を
詳
細
に
書
き
留
め
て
は
い
る
も
の
の
、
指
導
を
受
け
た
際
に
使
わ

れ
て
い
た
「
御
伝
授
」
や
「
伝
授
」
と
い
う
語
句
が
記
さ
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
代
わ
っ
て
、
延
享
五
年
の
日
記
に
は
、
定
之
が
自
ら
学
問
に
取
り
組
む
様

子
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

で
は
、
定
之
は
、
ど
の
よ
う
に
学
問
に
取
り
組
ん
で
い
っ
た
の
か
、
延
享
五
年

の
日
記
に
記
さ
れ
た
、
学
問
に
関
す
る
記
事
を
す
べ
て
抽
出
す
る
と
、
次
の
通
り

で
あ
る
。

　
　

延
享
五
年
正
月
一
日
条
「
初
読
江
次
第
第
一
四
方
拝
条
」

　
　

延
享
五
年
正
月
二
〇
日
条
「
入
夜
読
今
鏡
（
中
略
）
書
写
権
記
於
燈
下
」

延
享
五
年
正
月
二
一
日
条
「
卯
半
剋
出
寝
、
読
通
鑑
綱
目
前
編
第
一
、
水
左

記
抄
書
之
壱
冊
去
年
十
一
月
十
三
日
一
見
了
」

　
　

延
享
五
年
二
月
三
日
条
「
未
刻
帰
家
、
聊
書
写
旧
記
、
入
夜
見
台
記
」

延
享
五
年
二
月
八
日
条
「
厨
子
類
記
下
校
合
了
、
定
家
朝
臣
記
見
終
、
見
初

春
記
、
書
写
三
枚
許
也
」

延
享
五
年
四
月
四
日
条
「
未
刻
行
向
庭
田
（
重
熙
）
亭
、
自
之
参
前
内
大
臣

（
花
山
院
常
雅
）
御
許
、
数
刻
言
談
、
其
後
校
合

秀
長
卿
記
、
秉
燭
帰
家
、
応
永
八
年
菅
原
秀
長
卿

記
に
釈
奠
得
草
藁
ヲ
見
ス
ル
」

　
　

延
享
五
年
六
月
一
六
日
条
「
昼
間
見
本
朝
誘
諍
録
二
巻
令
部
也
」

延
享
五
年
六
月
二
〇
日
条
「
早
朝
帰
家
、
談
元
英
（
荒
川
）
云
、
昨
夕
得
山

丞
記
一
巻
、
当
世
之
珍
記
也
、
後
大
部
類
亦
不

載
之
也
、
問
云
、
誰
人
記
載
、
答
左
大
弁
定
長

卿
記
也
、
改
元
部
類
等
載
之
非
正
記
、
然
而
令

所
得
之
物
、
殊
勝
之
躰
也
、
全
正
記
也
、
最
可

秘
蔵
、
先
是
元
暦
即
位
記
一
巻
得
之
令
為
二
巻

備
家
珍
者
也
」

正
月
一
日
条
で
は
、
大
江
匡
房
（
長
久
二
年
〈
一
〇
四
一
〉
〜
天
永
二
年
〈
一
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一
一
一
〉）
が
著
し
た
有
職
故
実
書
で
あ
る
『
江
家
次
第
』
四
方
拝
を
は
じ
め
て

読
ん
だ
と
あ
り
、
同
月
二
〇
日
条
に
は
、
平
安
時
代
末
期
の
歴
史
物
語
で
あ
る

『
今
鏡
』
を
読
み
、
藤
原
行
成
（
天
禄
三
年
〈
九
七
二
〉
〜
万
寿
四
年
〈
一
〇
二

八
〉）
の
日
記
で
あ
る
『
権
記
』
を
燈
の
下
で
書
写
し
た
と
あ
る
。
同
月
二
一
日

条
で
は
、『
資
治
通
鑑
』
を
独
自
の
観
点
か
ら
再
編
成
し
た
歴
史
書
で
あ
る
『
通

鑑
綱
目
』
前
編
第
一
と
源
俊
房
（
長
元
八
年
〈
一
〇
三
五
〉
〜
保
安
二
年
〈
一
一

二
一
〉）
の
日
記
で
あ
る
『
水
左
記
』
抄
書
の
一
冊
は
、
去
年
一
一
月
一
三
日
に

一
通
り
読
み
終
わ
っ
た
と
あ
る
。

二
月
三
日
条
で
は
、
旧
記
を
わ
ず
か
に
書
写
し
、
夜
に
藤
原
頼
長
の
日
記
で
あ

る
『
台
記
』
を
読
ん
だ
と
あ
る
。
ま
た
、
同
月
八
日
条
で
は
、
有
識
故
実
書
で
あ

る
『
厨
子
類
記
』
を
校
合
し
、
平
安
時
代
中
期
の
公
家
で
あ
る
平
定
家
が
記
し
た

日
記
で
あ
る
『
定
家
朝
臣
記
』
を
読
み
終
え
、
藤
原
資
房
（
寛
弘
四
年
〈
一
〇
〇

四
〉
〜
天
喜
五
年
〈
一
〇
五
七
〉）
の
日
記
で
あ
る
『
春
記
』
を
読
み
は
じ
め
、

書
写
も
三
枚
行
っ
た
。

四
月
四
日
条
で
は
、
縁
戚
関
係
に
あ
る
庭
田
重
熙
（
母
は
野
宮
定
基
女
）
と
共

に
花
山
院
常
雅
の
邸
を
訪
れ
、
数
刻
言
語
談
義
を
行
っ
た
後
、
東
坊
城
秀
長
（
暦

応
元
年
〈
一
三
三
八
〉
〜
応
永
一
八
年
〈
一
四
一
一
〉）
の
日
記
で
あ
る
『
秀
長

卿
記
』（『
迎
陽
記
』）
を
校
合
し
た
。
ま
た
、
家
に
帰
り
、
応
永
八
年
（
一
四
〇

一
）
の
『
秀
長
卿
記
』
に
釈
奠
の
草
稿
を
見
た
と
あ
る
。

六
月
一
六
日
条
で
は
、「
本
朝
誘
諍
録
」
二
巻
の
令
部
を
読
ん
だ
と
あ
る
。
同

月
二
〇
日
条
に
は
、
荒
川
元
英
と
の
会
話
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
が
、
元
英
が

定
之
へ
言
う
に
は
、
昨
夕
、『
山
丞
記
』
一
巻
を
得
た
。
今
の
世
に
は
貴
重
な
記

録
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
後
の
大
部
類
記
は
『
山
丞
記
』
を
載
せ
て
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。
定
之
が
、
誰
が
記
し
た
日
記
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
元
英
が
答
え
て
言

う
に
は
、
藤
原
定
長
（
久
安
五
年
〈
一
一
四
九
〉
〜
建
久
六
年
〈
一
一
九
五
〉）

の
日
記
で
あ
る
。『
山
丞
記
』
は
、
改
元
部
類
な
ど
を
載
せ
て
お
り
、
格
別
に
優

れ
た
書
物
で
あ
り
、
秘
蔵
に
す
べ
き
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
か
ら
、
定
之
は
、
朝
儀
・
儀
式
の
先
例
と
な
る
平
安
時
代
や
鎌
倉
時
代
の

公
家
の
日
記
を
読
み
、
書
写
や
校
合
を
行
っ
て
い
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

る
。で

は
、
な
ぜ
、
定
之
は
、
様
々
な
古
記
録
類
を
読
み
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

定
之
は
、
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
は
ほ
と
ん
ど
日
記
を
記
し
て
い
な
い
。
し
か

し
、
寛
延
三
年
に
、
再
び
家
業
や
学
問
観
に
つ
い
て
日
記
に
記
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
定
之
の
日
記
の
寛
延
三
年
六
月
一
日
条
に
よ
る
と
、

近
代
称
有
識
者
皆
以
争
論
為
業
、
我
祖
父
納
言
殿
（
野
宮
定
基
）
者
近
代
之

英
俊
、
且
尊
霊
之
勤
数
年
而
博
勘
之
詳
論
之
、
実
雖
宇
治
左
大
臣
（
藤
原
頼

長
）・
後
法
性
寺
禅
閣
（
九
条
兼
実
）
等
之
諸
賢
曽
無
恥
、
為
其
後
日
此
如

予
愚
昧
継
家
業
、
誠
可
謂
富
家
衰
微
悲
哉
、
子
孫
若
有
好
学
者
察
予
微
志
継
、

祖
父
藤
君
（
野
宮
定
基
）
之
遺
業
楊
名
施
後
世
、
則
我
於
墳
墓
之
下
聞
之
怡

悦
無

、
深
寸
可
思
可
勉
、
所
謂
王
道
之
旨
趣
者
、
於
聖
経
賢
傳
詳
明
也
、

於
松
暦
御
記
又
明
白
也
、
我
国
之
道
者
称
有
異
国
道
之
外
者
甚
失
、
何
王
道

之
外
又
別
有
一
箇
之
道
乎
、
或
称
歌
道
、
或
称
神
道
、
或
称
仏
道
、
未
知
其

所
拠
、
王
道
之
外
如
此
之
道
存
者
、
日
月
亦
可
有
数
箇
造
化
之
妙
用
、
日
月

之
照
輝
雖
日
本
異
国
相
同
之
上
者
、
人
道
亦
何
異
哉
、
故
初
学
之
士
、
先
潜

心
於
十
三
経
、
曝
眼
於
廿
一
史
、
有
余
力
則
令
・
式
・
国
史
、
考
諸
家
旧
記

而
已
、
必
勿
学
神
道
・
仏
道
、
雖
不
学
神
仏
道
如
此
勉
学
之
、
則
獨
知
神
仏

道
之
深
意
、
既
論
語
亦
同
、
不
謂
収
異
端
惟
害
而
已
、
又
今
世
人
披
旧
記
、

見
得
珍
事
而
、
即
為
之
以
為
有
識
千
笑
千
笑
、
是
ハ
只
好
学
之
者
と
し
て
を
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い
ふ
へ
け
れ
、
且
退
案
其
事
、
考
之
旧
記
、
則
剰
不
叶
其
例
事
也
、
我
祖
父

藤
君
宝
永
御
記
所
謂
、
事
々
物
々
不
考
其
例
窮
其
理
則
勿
為
之
遺
訓
、
最
可

仰
尊
事
也

と
あ
り
、
現
代
の
有
識
と
称
す
る
者
は
、
皆
争
論
を
も
っ
て
業
と
な
す
。
定
之
の

祖
父
定
基
は
現
代
の
英
俊
で
あ
り
、
定
基
の
数
年
の
勤
め
は
、
広
く
有
識
に
つ
い

て
考
え
て
詳
論
す
る
こ
と
で
あ
り
、
藤
原
頼
長
や
九
条
兼
実
な
ど
の
賢
人
と
比
べ

て
も
全
く
遜
色
が
な
い
。
そ
の
定
基
の
後
を
定
之
の
ご
と
き
愚
昧
が
家
業
を
継
ぐ

こ
と
は
、
誠
に
富
家
の
衰
微
で
あ
り
悲
し
い
事
で
あ
る
。
野
宮
家
の
子
孫
に
好
学

の
者
が
い
た
な
ら
ば
、
定
之
の
志
を
察
し
て
後
を
継
ぎ
、
定
基
の
業
を
遺
し
て
名

を
あ
げ
、
定
之
は
墓
の
下
で
聞
い
た
な
ら
ば
、
喜
び
に
は
て
が
な
い
。
所
謂
王
道

（
有
徳
の
君
主
が
仁
義
に
基
づ
い
て
国
を
治
め
る
政
道
）
の
旨
趣
は
、『
聖
経
賢

伝
』
に
お
い
て
細
か
な
と
こ
ろ
ま
で
明
ら
か
で
あ
る
。
野
宮
定
基
が
記
し
た
日
記

で
あ
る
『
松
暦
』
に
お
い
て
も
明
白
で
あ
る
。
我
国
の
道
は
、「
異
国
道
」
有
り

と
称
す
る
外
は
、
甚
だ
失
っ
て
い
る
。
ど
う
し
て
王
道
の
外
に
、
ま
た
別
に
「
一

箇
之
道
」
が
あ
る
と
言
う
の
か
、
或
い
は
歌
道
と
称
し
、
或
い
は
神
道
と
称
し
、

或
い
は
仏
道
と
称
す
る
。
い
ま
だ
、
歌
道
・
神
道
・
仏
道
は
拠
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

王
道
の
外
に
こ
の
よ
う
な
道
（
歌
道
・
神
道
・
仏
道
）
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
日
月

ま
た
数
個
の
造
化
の
妙
用
が
あ
る
は
ず
だ
。
日
月
の
照
輝
は
、
日
本
と
異
国
と
雖

も
同
じ
で
あ
る
う
え
は
、
人
道
は
ま
た
ど
う
し
て
異
な
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、

初
学
の
士
は
、
ま
ず
、
心
を
十
三
経
に
ひ
そ
め
、
眼
を
『
廿
一
史
』
に
曝
し
、
余

力
が
あ
れ
ば
、『
令
』・『
式
』・「
国
史
」
に
則
り
、「
諸
家
旧
記
」
を
考
え
る
の
み

で
あ
る
。
神
道
・
仏
道
を
学
ば
ず
と
も
、
こ
の
よ
う
に
勉
学
す
れ
ば
、
独
り
神
仏

の
道
の
「
深
意
」
を
知
る
の
で
あ
る
。『
論
語
』
も
同
じ
で
あ
る
。
論
語
の
み
を

学
ぶ
こ
と
は
、
た
だ
害
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
今
の
世
の
人
は
、
旧
記
を
ひ
ら
い

て
、
珍
事
を
見
得
す
れ
ば
、
有
識
だ
と
す
る
。
お
笑
い
草
だ
。
是
は
只
「
好
事
之

者
」
だ
と
言
う
だ
け
だ
。
漢
学
か
ら
退
い
て
其
事
を
案
じ
、
こ
れ
を
旧
記
に
考
え

れ
ば
、
な
お
其
例
に
叶
わ
な
い
事
に
な
る
。
わ
が
祖
父
定
基
公
の
『
宝
永
御
記
』

に
あ
る
、
事
々
物
々
に
つ
い
て
、「
其
例
」（
実
例
）
を
考
え
ず
に
理
の
み
追
求
す

る
こ
と
は
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
の
遺
訓
は
最
も
仰
ぎ
尊
す
べ
き
事
で
あ
る
。

定
之
は
、
二
八
歳
と
な
っ
た
延
享
五
年
（
一
七
四
八
）
頃
に
は
、
父
定
俊
や
荒

川
元
英
か
ら
受
け
た
有
職
故
実
の
伝
授
を
終
え
、
自
ら
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

の
際
、
有
職
故
実
に
優
れ
る
た
め
に
は
、
漢
才
を
逞
し
く
す
る
必
要
が
あ
る
と
の

認
識
を
示
し
た
。
さ
ら
に
、
三
〇
歳
と
な
っ
た
寛
延
三
年
、
定
之
は
野
宮
家
の
家

業
で
あ
る
有
識
つ
ま
り
有
職
故
実
を
定
基
か
ら
引
き
継
ぐ
と
し
て
、
定
之
が
誕
生

し
た
時
に
は
既
に
死
去
し
て
い
た
祖
父
定
基
の
日
記
か
ら
、
定
基
の
遺
訓
を
受
容

し
た
の
で
あ
る
。

定
之
が
受
容
し
た
定
基
の
遺
訓
は
、
家
業
と
学
問
観
の
二
点
で
あ
る
。
ま
ず
、

家
業
に
つ
い
て
は
、
公
家
が
有
職
故
実
を
家
業
と
し
て
行
う
に
お
い
て
は
、
ど
の

先
例
が
優
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
争
論
を
行
う
事
に
主
眼
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

定
基
が
行
っ
た
家
業
と
は
、
広
く
有
職
故
実
に
つ
い
て
考
え
、
詳
論
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
定
之
は
、
定
基
の
有
職
故
実
を
受
け
継
ぐ
の
だ
と
の
決
意
を

表
し
て
い
る
。

ま
た
、
学
問
観
に
つ
い
て
は
、
漢
学
を
徹
底
的
に
学
ぶ
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、

そ
う
す
る
こ
と
で
神
道
や
仏
教
の
深
意
を
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
有
職

故
実
を
学
ぶ
た
め
に
は
旧
記
に
通
じ
る
だ
け
で
は
な
く
、
漢
学
を
基
に
し
て
検
討

し
、
そ
の
う
え
で
、
旧
記
な
ど
の
実
例
か
ら
考
え
る
こ
と
が
必
要
だ
、
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。

次
章
で
は
、
定
基
の
家
業
や
学
問
観
を
引
き
継
い
だ
定
之
は
、
学
問
や
家
業
で
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あ
る
有
職
故
実
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
い
き
た
い
。

4
．
定
之
の
学
問
と
家
業

①
定
之
の
学
問

定
之
の
日
記
は
、
宝
暦
二
年
（
一
七
五
三
）
が
現
存
し
な
い
が
、
寛
延
四
年

（
宝
暦
元
年
、
一
七
五
一
）
と
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
か
ら
同
六
年
（
一
七
五

六
）
に
か
け
て
記
さ
れ
た
日
記
に
は
、
旧
記
や
漢
籍
を
読
み
、
他
家
か
ら
書
物
を

借
用
し
て
い
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
定
之
の
日
記
か
ら
、
該
当
す

る
記
述
を
抜
き
出
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

寛
延
四
年
七
月
一
日
条
「
書
写
御
幸
部
類
記
」

　
　

寛
延
四
年
七
月
三
日
条
「
夕
炊
後
荒
川
喜
内
来
、
令
写
部
類
記
了
」

　
　

寛
延
四
年
七
月
四
日
条
「
見
三
国
筆
海
」

　
　

寛
延
四
年
七
月
八
日
条
「
書
写
為
学
記
、
巳
刻
校
権
記
二
冊
、
則
返
却
了
」

宝
暦
三
年
一
〇
月
一
三
日
条
「
入
夜
見
康
煕
字
典
、
新
類
題
冬
上
等
聊
抜
抄
、

旧
記
了
」

宝
暦
三
年
一
〇
月
二
二
日
条
「
見
明
月
記
」

宝
暦
三
年
一
〇
月
二
三
日
条
「
見
明
月
記
」

宝
暦
三
年
一
〇
月
二
四
日
条
「
看
明
月
記
」

宝
暦
三
年
一
〇
月
二
五
日
条
「
終
日
見
明
月
記
」

宝
暦
三
年
一
一
月
七
日
条
「
終
日
松
堂
雑
記
・
御
篇
目
等
書
集
一
本
而
他
冊

之
物
加
点
了
、
猶
所
残
両
部
也
、
所
謂
松
堂
雑

記
二
冊
・
御
篇
目
三
冊
也
」

　
　

宝
暦
三
年
一
一
月
八
日
条
「
終
日
校
松
堂
雑
記
、
秉
燭
遂
巧
了
」

　
　

宝
暦
三
年
一
二
月
三
日
条
「
校
新
類
題
従
卯
半
刻
至
申
刻
九
十
枚
也
」

　
　

宝
暦
三
年
一
二
月
四
日
条
「
校
類
題
目
録
」

宝
暦
四
年
六
月
二
一
日
条
「
山
科
宰
相
（
頼
言
）
寛
元
二
年
平
戸
記
三
冊
被

借
之
、
件
記
世
甚
希
者
也
、
殊
賀
茂
臨
時
祭
篇

及
賀
茂
祭
篇
装
束
詳
載
之
、
最
秘
記
也
、
懇
切

之
至
、
実
恐
悦
不
斜
者
、
則
命
小
野
職
房
書
写

焉
」

宝
暦
四
年
七
月
一
四
日
条
「
昨
今
専
校
合
宮
内
記
・
御
湯
殿
記
及
元
服
部
類

等
了
、
昨
日
平
戸
記
同
校
合
了
、
返
送
山
科
相

公
（
頼
言
）
許
了
」

　
　

宝
暦
四
年
一
一
月
二
六
日
条
「
令
閉
白
馬
節
会
部
類
及
旧
記
了
」

　
　

宝
暦
五
年
正
月
二
日
条
「
終
日
不
出
行
、
見
実
躬
卿
記
永
仁
二
年
」

　
　

宝
暦
五
年
正
月
三
日
条
「
見
実
躬
卿
記
永
仁
三
年
」

宝
暦
五
年
五
月
二
五
日
条
「
日
々
見
淵
鑑
類
函
全
部
二
百
冊
四
百
五
十
巻
、
廿
帙
各

十
冊
ツ
ヽ
、
価
廿
金
或
十
九
金
、
午
刻
見
佩
文
韻
府
全

三
百
冊
、
価
廿
五
金
或
十
七
金
、
今
度
或
人
求
之
、

後
年
予
亦
必
可
求
之
也
」

　
　

宝
暦
五
年
五
月
二
七
日
条
「
見
類
函
」

　
　

宝
暦
五
年
六
月
一
日
条
「
見
淵
鑑
類
函
」

　
　

宝
暦
五
年
六
月
二
日
条
「
見
葉
黄
記
寛
文
四
年
正
月
」

宝
暦
五
年
六
月
三
日
条
「
今
度
見
類
函
・
広
群
芳
譜
等
、
而
尽
知
予
之
、
井

蛙
自
今
以
後
莫
言
」

　
　

宝
暦
五
年
六
月
五
日
条
「
見
和
漢
三
才
図
会
」

　
　

宝
暦
五
年
六
月
六
日
条
「
見
淵
鑑
類
函
、
又
九
月
称
菊
月
儀
見
同
書
也
」

宝
暦
五
年
六
月
二
五
日
条
「
予
終
日
考
杜

の
儀
、
又
見
山
州
名
跡
志
、
抜
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書
石
川
丈
山
謁
集
」

宝
暦
五
年
六
月
二
六
日
条
「
参
内
、
於
番
衆
所
閑
寂
之
故
、
書
淵
鑑
類
函
杜

条
一
両
紙
了
、
依
所
労
不
宿
侍
」

宝
暦
五
年
六
月
二
八
日
条
「
見
名
跡
志
、
書
淵
鑑
類
函
杜

、
未
刻
許
見
佩

文
書
、
書
一
譜
、
書
肆
某
一
帙
所
持
来
也
、
則

返
却
了
」

宝
暦
六
年
二
月
八
日
条
「
午
刻
赴
庭
田
亭
、
未
斜
帰
家
典
籍
便
覧
一
冊
借
得
了
、

小
野
職
房
」

　
　

宝
暦
六
年
二
月
一
五
日
条
「
入
夜
見
類
函
論
政
、
午
刻
見
葉
黄
記
」

宝
暦
六
年
二
月
一
九
日
条
「
巳
半
刻
相
伴
侍
従
而
赴
東
寺
、
経
堀
川
至
本
国

寺
経
大
宮
至
東
寺
、
宝
輪
院
坊
一
位
君
今
朝
出

京
、
来
愚
亭
之
由
也
、
弘
法
大
師
行
状
絵
巻
物

十
二
巻
拝
見
之
（
中
略
）
汝
南
国
史
今
令
写

也
」

宝
暦
六
年
四
月
二
二
日
条
「
見
葉
黄
記
、
宝
治
二
年
七
八
九
月
十
月
十
一
月
」

　
　

宝
暦
六
年
一
〇
月
二
日
条
「
校
合
餝
抄
」

　
　

宝
暦
六
年
一
一
月
四
日
条
「
従
亥
刻
至
子
刻
読
淵
鑑
類
函
祝
儀
部
」

　
　

宝
暦
六
年
一
一
月
四
日
条
「
入
夜
見
類
函
祝
儀
部
」

　
　

宝
暦
六
年
一
一
月
六
日
条
「
至
中
院
許
、
読
江
次
第
午
刻
帰
家
」

　
　

宝
暦
六
年
一
一
月
一
三
日
条
「
未
刻
到
花
山
院
、
読
中
右
記
、
秉
燭
帰
家
」

　
　

宝
暦
六
年
一
一
月
八
日
条
「
寅
刻
出
寝
桃
寒
燈
校
合
拝
礼
部
類
」

　
　

宝
暦
六
年
閏
一
一
月
一
〇
日
条
「
見
淵
鑑
類
函
人
部
」

　
　

宝
暦
六
年
閏
一
一
月
一
二
日
条
「
見
類
函
諱
条
」

　
　

宝
暦
六
年
閏
一
一
月
二
三
日
条
「
巳
刻
赴
中
院
、
読
江
次
第
、
午
過
帰
」

ま
ず
、
寛
延
四
年
七
月
に
は
、「
御
幸
部
類
記
」
を
書
写
し
た
り
、
水
戸
藩
に

仕
え
た
書
家
真
幸
正
心
が
記
し
た
『
三
国
筆
海
』
を
読
ん
だ
り
、『
権
記
』
を
校

合
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
七
月
八
日
条
に
、
書
写
は
学
ぶ
た
め
に
記
す
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
書
写
は
勉
強
の
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
同
年
七
月

三
日
条
に
は
、
夕
炊
後
に
荒
川
喜
内
）
37
（

が
到
来
し
、
部
類
記
を
書
写
さ
せ
た
と
あ
る
。

宝
暦
三
年
の
日
記
に
は
、
清
の
康
熙
帝
の
勅
撰
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
『
康
煕
字

典
』
や
霊
元
天
皇
の
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
『
新
類
題
和
歌
集
』、
藤
原
定
家
の
漢

文
日
記
で
あ
る
『
明
月
記
』
を
読
ん
だ
と
あ
る
。

ま
た
、
宝
暦
三
年
一
一
月
七
日
条
と
同
年
同
月
八
日
条
で
は
祖
父
定
基
が
記
し

た
『
松
堂
雑
記
』
や
、
同
年
一
二
月
三
日
条
・
同
年
同
月
四
日
条
で
は
『
新
類
題

和
歌
集
』
や
後
水
尾
天
皇
の
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
『
類
題
和
歌
集
』
の
目
録
を
校

合
し
た
と
あ
る
。

宝
暦
四
年
六
月
二
一
日
条
で
は
、
山
科
頼
言
よ
り
借
り
た
、
鎌
倉
時
代
前
期
の

公
家
平
経
高
が
記
し
た
日
記
で
あ
り
、
賀
茂
神
社
の
臨
時
祭
や
賀
茂
祭
の
装
束
に

関
す
る
記
述
が
詳
細
な
『
平
戸
記
』
の
書
写
を
小
野
職
房
）
38
（

に
命
じ
た
と
あ
る
。
七

月
一
四
日
条
で
は
、『
宮
内
記
』・『
御
湯
殿
日
記
』・「
元
服
部
類
記
」
を
校
合
す

る
一
方
、
小
野
に
書
写
さ
せ
た
『
平
戸
記
』
を
校
合
し
て
山
科
頼
言
へ
返
却
し
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

宝
暦
五
年
五
月
二
五
日
条
で
は
、『
淵
鑑
類
函
』
を
読
み
、
午
前
一
二
時
に
は

『
佩
文
韻
府
』
を
読
む
と
あ
る
。
以
降
、
度
々
『
淵
鑑
類
函
』
を
読
む
記
事
が
あ

る
。『
淵
鑑
類
函
』
と
は
、
清
の
康
煕
帝
の
勅
撰
に
よ
り
編
纂
さ
れ
、
康
煕
四
九

年
（
宝
永
七
年
〈
一
七
一
〇
〉）
に
完
成
し
た
、
全
四
五
〇
巻
か
ら
な
る
、
故

事
・
古
典
を
探
索
す
る
の
に
最
も
重
宝
と
な
る
類
書
で
あ
る
）
39
（

。
ま
た
、『
佩
文
韻

府
』
と
は
、
康
煕
四
三
（
宝
永
元
年
〈
一
七
〇
四
〉）
に
清
の
康
熙
帝
の
勅
撰
に
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よ
り
編
纂
が
開
始
さ
れ
、
四
四
四
巻
と
補
遺
四
四
四
巻
か
ら
な
る
、
漢
詩
を
詠
む

際
に
活
用
で
き
る
よ
う
作
ら
れ
た
韻
書
で
あ
る
）
40
（

。
定
之
は
、『
淵
鑑
類
函
』
と

『
佩
文
韻
府
』
を
購
入
し
た
い
と
思
っ
た
が
、「
或
人
」
に
購
入
さ
れ
て
し
ま
っ
た

た
め
、
こ
の
後
に
必
ず
買
い
求
め
る
こ
と
を
決
意
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、『
淵
鑑

類
函
』
は
二
〇
金
か
一
九
金
、『
佩
文
韻
府
』
は
二
五
金
か
一
七
金
と
、
そ
れ
ぞ

れ
書
名
の
後
に
代
金
を
書
き
の
こ
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
宝
暦
五
年

六
月
三
日
条
で
は
、『
淵
鑑
類
函
』
と
清
の
康
煕
帝
の
勅
撰
に
よ
り
編
纂
さ
れ
、

康
煕
四
七
年
（
宝
永
五
年
〈
一
七
〇
八
〉）
に
完
成
し
た
『
広
群
芳
譜
）
41
（

』
を
読
む

と
あ
り
、
定
之
は
、『
淵
鑑
類
函
』
と
『
広
群
芳
譜
』
を
知
り
尽
く
し
見
識
が
狭

い
と
言
う
こ
と
は
な
い
、
と
記
し
て
い
る
。

宝
暦
六
年
一
一
月
六
日
条
と
同
年
閏
一
一
月
二
三
日
条
に
は
、
平
安
時
代
に
記

さ
れ
た
有
職
故
実
の
書
物
で
あ
る
『
江
家
次
第
』
を
中
院
家
に
出
か
け
て
読
ん
で

お
り
、
同
年
一
一
月
一
三
日
条
に
は
、
藤
原
宗
忠
（
康
平
五
年
〈
一
〇
六
二
〉
〜

永
治
元
年
〈
一
一
四
一
〉）
が
記
し
た
日
記
で
あ
り
、
当
時
の
有
職
故
実
に
つ
い

て
知
れ
る
『
中
右
記
』
を
花
山
院
家
で
読
ん
で
い
る
。
中
院
家
は
祖
父
定
基
の
生

家
で
あ
り
、
後
に
宝
暦
事
件
で
免
職
と
な
る
中
院
通
維
（
元
文
三
年
〈
一
七
三

八
〉
〜
文
政
六
年
〈
一
八
二
三
〉）
が
当
主
で
あ
る
。
ま
た
、
野
宮
家
が
属
す
る

花
山
院
流
の
嫡
家
で
あ
る
花
山
院
家
の
当
主
は
長
煕
（
元
文
元
年
〈
一
七
三
六
〉

〜
明
和
六
年
〈
一
七
六
九
〉）
で
あ
る
。
定
之
は
、
宝
暦
四
年
に
野
宮
家
当
主
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
当
主
同
士
で
の
勉
強
会
で
あ
っ
た
の
か
、
そ

れ
と
も
、
定
之
が
年
長
で
あ
る
こ
と
か
ら
指
導
的
立
場
で
あ
っ
た
の
か
、
他
に
記

述
が
な
い
た
め
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。

他
、
定
之
の
日
記
に
は
、
鎌
倉
時
代
末
期
の
公
家
三
条
実
躬
の
日
記
で
あ
る

『
実
躬
卿
記
』
や
鎌
倉
時
代
の
公
家
葉
室
定
嗣
の
日
記
で
あ
る
『
葉
黄
記
』、
鎌
倉

時
代
の
公
家
中
院
通
方
が
記
し
た
装
束
に
つ
い
て
の
有
職
故
実
の
書
物
で
あ
る

『
飾
抄
』
を
校
合
し
た
他
、
医
師
寺
島
良
安
が
編
纂
し
た
図
入
り
の
百
科
事
典
で

あ
る
『
和
漢
三
才
図
会
）
42
（

』
を
読
ん
だ
記
述
が
あ
る
。

以
上
、
定
之
は
、
有
職
故
実
に
つ
い
て
詳
し
く
記
さ
れ
た
平
安
時
代
や
鎌
倉
時

代
の
公
家
の
日
記
や
旧
記
を
読
ん
で
い
た
が
、
有
職
故
実
に
秀
で
、
有
職
故
実
を

家
業
と
し
た
公
家
は
、
同
じ
よ
う
に
先
例
に
す
べ
き
日
記
や
旧
記
を
読
み
、
学
ん

で
い
た
た
め
、
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
定
之
が
行
っ
た
学
問
の
特
徴

は
、
清
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
康
煕
字
典
』・『
広
群
芳
譜
』・『
淵
鑑
類
函
』・『
佩
文

韻
府
』
や
『
和
漢
三
才
図
会
』
な
ど
、
当
該
期
に
出
版
さ
れ
て
い
た
書
物
を
読
ん

で
い
た
こ
と
に
あ
る
。

で
は
、
定
之
は
、
学
問
を
ど
の
よ
う
に
家
業
に
活
か
し
た
の
か
、
次
節
で
検
討

し
て
い
く
。

②
定
之
の
家
業

定
之
が
記
し
た
日
記
に
は
、
公
家
か
ら
有
職
故
実
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
が

あ
り
、
答
え
て
い
く
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）

七
月
三
日
条
に
は
、

巳
刻
許
加
灸
治
、
若
狭
守
宗
直
（
高
橋
）
来
言
談
、
滋
公
麗
（
滋
野
井
）
中

将
許
書
状
来
、
天
子
之
外
崩
字
有
之
候
哉
承
度
之
、
漢
家
之
例
是
又
承
度
候
、

遣
返
状
付
愚
勘
、
天
子
之
外
崩
字
事
、
続
日
本
紀
天
平
宝
字
四
年
六
月
皇
太

后
（
光
明
皇
后
）
崩
、
江
次
第
目
録
皇
后
崩
ト
有
之
歟
、
東
鑑
代
卅
六
巻
暦

仁
二
年
ニ
去
年
宜
秋
門
院
崩
ト
有
之
候
、
此
外
扶
桑
略
記
多
有
之
歟
、
御
読

可
有
之
候
由
申
遣
了
、
事
文
類
聚
可
考
、
漢
家
例
多
可
有
之
歟
、
不
書
遣
也

と
あ
り
、
野
宮
定
基
の
門
人
で
あ
っ
た
地
下
官
人
高
橋
宗
直
が
野
宮
邸
に
来
て
話

す
に
は
、
滋
野
井
公
麗
か
ら
書
状
が
到
来
し
、
天
皇
以
外
で
死
去
し
た
際
に
崩
御
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の
「
崩
」
の
文
字
を
使
用
す
る
事
例
が
書
物
に
あ
る
の
か
承
り
た
い
、
ま
た
中
国

王
朝
の
事
例
も
承
り
た
い
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
定
之
は
、
自
ら
の

勘
考
を
付
け
た
書
状
を
滋
野
井
公
麗
へ
遣
わ
し
た
。
ま
ず
、
天
皇
の
他
に
「
崩
」

字
の
事
と
題
し
、『
続
日
本
書
紀
』
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
六
月
に
は
光
明

皇
后
の
死
に
つ
い
て
「
崩
」
と
あ
り
、『
江
家
次
第
』
目
録
に
皇
后
が
「
崩
」
と

あ
る
で
あ
ろ
う
か
、『
吾
妻
鏡
』
三
六
巻
の
暦
仁
二
年
（
一
二
三
九
）
条
に
は
去

年
宜
秋
門
院
が
「
崩
」
と
あ
る
。
こ
の
他
、
神
武
天
皇
か
ら
堀
河
天
皇
ま
で
の
漢

文
編
年
体
の
歴
史
書
で
あ
る
『
扶
桑
略
記
』
に
多
く
あ
り
、
読
む
こ
と
で
あ
る
と

申
し
遣
わ
し
た
。
た
だ
し
、
宋
代
に
編
纂
さ
れ
た
類
書
で
あ
る
『
事
文
類
聚
』
に

考
え
れ
ば
、
中
国
王
朝
の
事
例
も
多
く
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
勘
考
と
し
て
書
き
遣

わ
さ
な
か
っ
た
、
と
あ
る
。

ま
た
、
同
年
七
月
八
日
条
に
は
、

公
麗
（
滋
野
井
）
中
将
被
問
用
名
字
上
字
之
例
、
則
書
遣
、
天
永
三
年
十
一

月
十
六
日
中
右
記
了
見
延
享
五
年
三
月
廿
五
日
愚
記
、
此
外
名
字
下
字
ヲ
用
例
、

又
用
上
字
例
等
多
有
、
所
見
委
注
別
記
、
又
先
日
被
問
、
内
々
社
参
之
時
両

段
再
拝
例
及
着
狩
衣
参
社
例
、
同
注
遣
也
、
応
永
三
年
四
月
十
七
日
荒
暦
云

│
、
是
者
桃
花
蘂
葉
ニ
有
、
桃
花
蘂
葉
云
│
両
段
再
拝
之
間
小
揖
事
也
、
此

外
猶
可
考

と
あ
り
、
滋
野
井
公
麗
か
ら
、
包
紙
へ
上
書
き
す
る
名
字
を
上
部
に
記
す
例
に
つ

い
て
問
わ
れ
た
。
そ
こ
で
、
定
之
は
書
き
遣
わ
し
た
。
名
字
を
上
部
に
記
す
例
と

し
て
は
、『
中
右
記
』
の
天
永
三
年
（
一
一
一
二
）
一
一
月
一
六
日
条
に
あ
り
、

定
之
の
日
記
の
延
享
五
年
（
一
七
四
八
）
三
月
二
五
日
条
に
も
見
る
）
43
（

。
こ
の
他
、

名
字
を
下
部
に
記
す
例
、
上
部
に
用
い
る
例
な
ど
多
く
あ
る
。
所
見
は
別
記
に
詳

し
く
記
す
。
ま
た
、
先
日
、
滋
野
井
公
麗
か
ら
問
わ
れ
た
、
内
々
に
社
参
す
る
時

の
両
段
参
拝
の
例
や
狩
衣
を
来
て
社
に
参
る
例
に
つ
い
て
、
同
じ
く
書
き
遣
わ
し

た
。
す
な
わ
ち
、
一
条
経
嗣
の
日
記
で
あ
る
『
荒
暦
』
の
応
永
三
年
（
一
三
九

六
）
四
月
一
七
日
条
に
あ
り
、
ま
た
、
一
条
兼
良
が
息
男
冬
良
の
た
め
に
著
し
た

一
条
家
の
故
実
な
ど
が
記
さ
れ
た
『
桃
花
蘂
葉
』（
文
明
一
二
年
〈
一
四
八
〇
〉）

に
は
、
両
段
再
拝
の
時
に
は
、
お
辞
儀
の
角
度
は
「
小
揖
」
と
あ
る
。
こ
の
他
は

な
お
考
え
る
こ
と
で
あ
る
、
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
頻
繁
に
滋
野
井
公
麗
か

ら
、
有
職
故
実
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、
そ
の
都
度
定
之
は
、
旧
記
か
ら

先
例
を
抜
き
書
き
し
、
公
麗
へ
遣
わ
し
た
の
で
あ
る
。

滋
野
井
公
麗
は
、
享
保
一
八
年
（
一
七
三
三
）
に
誕
生
し
、
寛
延
四
年
は
一
九

歳
で
あ
っ
た
。
滋
野
井
公
麗
の
父
実
全
は
、
有
職
故
実
に
秀
で
た
公
家
で
あ
っ
た

が
、
公
麗
が
三
歳
で
あ
る
享
保
二
〇
年
（
一
七
三
五
）
に
死
去
し
た
。
そ
の
た
め
、

公
麗
は
、「
当
世
故
実
之
人
」
と
称
せ
ら
れ
た
祖
父
公
澄
の
許
で
教
育
を
受
け
た

が
、
公
澄
は
寛
文
一
〇
年
（
一
六
七
〇
）
生
ま
れ
の
た
め
、
寛
延
四
年
に
は
八
一

歳
と
高
齢
で
あ
っ
た
）
44
（

。

実
は
、
公
麗
の
父
実
全
と
定
之
の
父
定
俊
、
日
野
西
資
敬
の
三
人
は
、『
三
代

実
録
』
か
ら
遡
り
な
が
ら
六
国
史
を
校
合
し
て
い
く
な
ど
し
て
共
に
学
ん
だ
仲
間

で
あ
っ
た
）
45
（

。
つ
ま
り
、
父
同
士
の
繋
が
り
か
ら
滋
野
井
公
澄
の
晩
年
に
あ
っ
て
、

定
之
は
、
公
麗
へ
有
職
故
実
を
教
授
し
て
い
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、

公
麗
は
有
職
故
実
を
家
業
と
し
、
二
六
歳
で
あ
る
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
か
ら

門
人
を
入
門
さ
せ
て
い
く
が
）
46
（

、
そ
の
後
も
公
麗
か
ら
定
之
へ
の
有
職
故
実
に
関
す

る
問
い
合
わ
せ
は
続
く
）
47
（

。

定
之
の
日
記
に
は
、
滋
野
井
公
麗
以
外
に
も
、
山
科
頼
言
・
庭
田
重
煕
・
飛
鳥

井
雅
重
な
ど
か
ら
有
職
故
実
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、
定
之
は
そ
れ
ら
の

問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
、
様
々
な
旧
記
に
記
さ
れ
た
先
例
を
挙
げ
て
答
え
た
と
記
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し
て
い
る
。
ま
た
、
寛
延
四
年
七
月
三
日
条
に
は
、
宋
代
の
祝
穆
が
編
纂
し
た
類

書
で
あ
る
『
事
文
類
聚
』
に
考
え
れ
ば
、
中
国
王
朝
の
事
例
も
多
く
あ
る
で
あ
ろ

う
が
、
勘
考
と
し
て
遣
わ
さ
な
か
っ
た
と
あ
る
た
め
、
宋
代
の
類
書
か
ら
中
国
王

朝
の
事
例
を
調
べ
る
こ
と
も
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
定

之
は
、
公
家
か
ら
の
有
職
故
実
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
、
ど
の
旧
記
に

記
さ
れ
た
ど
の
よ
う
な
先
例
が
良
い
と
い
う
答
え
方
で
は
な
く
、
様
々
な
旧
記
に

記
さ
れ
た
先
例
や
宋
代
・
明
代
・
清
代
の
類
書
か
ら
中
国
王
朝
の
事
例
を
引
き
出

し
て
答
え
る
、
と
い
う
有
職
故
実
を
実
践
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
有
職
故
実
は
、
門
流
や
一
門
ご
と
に
独
自
の
有
職
故
実
が
存
在
し
て

お
り
、
ま
た
、
有
職
故
実
を
調
べ
る
に
は
、
先
例
と
な
る
膨
大
な
蔵
書
が
必
要
で

あ
っ
た
）
48
（

。
し
か
し
、
野
宮
家
は
江
戸
時
代
以
降
に
設
立
さ
れ
た
新
家
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
代
々
伝
え
ら
れ
た
有
職
故
実
は
な
く
、
定
基
が
、
実
家
で
あ
る
中
院
家

の
蔵
書
や
日
記
類
な
ど
を
書
写
す
る
こ
と
で
蔵
書
を
形
成
さ
せ
た
と
い
っ
て
も
）
49
（

、

代
々
有
職
故
実
を
家
業
と
し
た
公
家
の
蔵
書
と
比
較
す
る
と
、
質
的
に
勝
る
こ
と

は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
定
基
は
、
他
の
公
家
の
よ
う
に
蔵
書
し
た
旧

記
な
ど
か
ら
、
先
例
の
優
劣
を
競
う
の
で
は
な
く
、
漢
学
を
基
に
し
て
有
職
故
実

に
つ
い
て
検
討
し
、
門
流
や
一
門
の
有
職
故
実
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
旧
記
な
ど
か
ら

広
く
先
例
を
引
き
出
し
て
詳
論
し
て
い
く
、
と
い
う
野
宮
家
の
有
職
故
実
を
確
立

さ
せ
た
。
そ
し
て
、
定
基
が
確
立
さ
せ
た
野
宮
家
の
有
職
故
実
は
、
定
之
へ
と
引

き
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
最
後
に
、
定
之
は
、
宋
代
・
明
代
・
清
代
に
編
纂
さ
れ
た
漢
籍
を
ど
の

よ
う
に
入
手
し
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

5
．
書
物
の
購
入

定
之
の
日
記
に
は
、
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
頃
よ
り
、
書
肆
が
漢
籍
を
持
参

す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
か
ら
は
、
書
肆

か
ら
漢
籍
を
購
入
し
て
い
く
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

寛
延
四
年
七
月
四
日
条
「
入
夜
書
肆
某
持
来
、
救
荒
本
七
及
救
荒
野
譜
二
合

九
冊
、
則
一
覧
返
遣
了
」

宝
暦
五
年
一
二
月
二
七
日
条
「
事
文
類
聚
全
百
冊
、
康
煕
字
典
全
四
十
冊
買

得
之
了
」

宝
暦
六
年
一
二
月
二
二
日
条
「
淵
鑑
類
函
全
部
廿
帙
相
揃
了
」

と
あ
り
、
寛
延
四
年
七
月
四
日
条
に
は
、
明
代
末
の
学
者
で
あ
る
徐
光
啓
が
編
纂

し
、
万
暦
癸
巳
年
（
文
禄
二
年
〈
一
五
九
三
〉）
に
完
成
し
た
『
救
荒
本
）
50
（

』
や
明

代
の
王
磐
が
編
纂
し
た
『
救
荒
野
譜
）
51
（

』
を
書
肆
が
持
参
し
た
記
述
が
あ
る
が
、
購

入
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
宝
暦
五
年
一
二
月
二
七
日
条
で
は
、『
事
文

類
聚
』
と
『
康
煕
字
典
』
を
購
入
し
、
宝
暦
六
年
一
二
月
二
二
日
条
で
は
、
前
章

で
紹
介
し
た
清
代
の
類
書
で
あ
る
『
淵
鑑
類
函
』
二
〇
帙
全
て
を
揃
え
る
こ
と
が

で
き
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
野
宮
邸
へ
、
宋
代
や
清
代
に
編
纂
さ
れ
た
書

物
を
売
り
に
き
て
い
た
書
肆
は
誰
か
と
言
う
と
、
定
之
の
日
記
の
宝
暦
六
年
二
月

一
九
日
条
に
は
、「
於
堀
川
書
肆
河
南
（
河
南
四
郎
兵
衛
）
尋
書
之
処
、
今
無
之

申
了
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
河
南
四
郎
兵
衛
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
河
南
四
郎

兵
衛
は
、
堀
川
通
仏
光
寺
下
る
町
に
店
を
構
え
た
書
肆
で
あ
り
、
漢
籍
の
み
な
ら

ず
仏
書
や
名
所
案
内
記
の
版
元
で
も
あ
っ
た
）
52
（

。

さ
ら
に
、『
野
宮
定
之
日
記
』
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
閏
七
月
二
一
日
条
に

は
、
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閏
七
月
廿
一
日
、
買
得
佩
文
韻
府
二
箱
廿
帙
二
百
四
十
二
冊
、
従
去
月
十
日
比

預
此
儀
心
労
甚
、
漸
及
今
日
功
成
、
毎
帙
納
樟
脳
、
於
箱
者
新
調
之
至
来
月

十
日
比
可
出
来
也
、
価
廿
四
金
貧
家
輙
難
得
之
書
也
、
後
日
比
可
秘
蔵
勿
忽
之
、

往
年
得
淵
鑑
類
函
価
廿
一
金
、
今
得
此
書
多
悦
之
至
難
尽
筆
紙
、
予
十
八
歳

の
比
堀
正
蔵
語
、
此
二
書
甚
重
宝
物
之
由
之
後
雖
欲
得
之
ハ
貧
乏
且
書
肆
不

将
来
、
空
経
歳
月
、
既
去
冬
十
一
月
書
肆
持
来
也
、
無
価
金
之
故
俄
相
止
了
、

今
秋
漸
買
得
之
、
実
雀
踊
之
至
、
恨
元
英
（
荒
川
）
不
存
世
、
抑
神
感
之
顕

然
誠
難
有
恐
悦
不
斜
者
也
、

　
　
　

考
索
之
書

和
漢
三
才
図
会
、
淵
鑑
類
函
、
佩
文
韻
府
、
正
字
通
、
康
煕
字
典
、
五
車
韻

瑞
、
小
補
韻
会

　
　

右
所
持
也
、

可
求
之
書
、
万
姓
統
譜
、
三
才
図
会
、
広
群
芳
譜

大
明
一
統
志
并
文
献
通
考
者
於
類
函
韻
府
相
済
了
、
日
本
地
理
者
尤
可
覚
悟
、

異
邦
之
地
理
先
無
当
用
也

甚
細
キ
物
故
、
板
ノ
あ
ざ
や
か
な
る
を
丁
寧
吟
味
す
る
也
、
去
五
年
以
前
金

十
七
両
遣
山
科
家
板
ハ
是
よ
り
ハ
あ
し
く
、
今
秋
一
帙
金
廿
両
闕
ノ
本
を
見

す
る
板
ハ
是
よ
り
あ
し
く
、
此
本
ハ
価
ハ
そ
れ
ゆ
え
五
・
六
両
は
学
け
れ
と

も
板
ハ
よ
ほ
ど
宜
也
、
此
以
後
新
渡
あ
る
と
も
か
や
う
な
る
板
の
ハ
た
へ
て

な
し
と
也
、
こ
れ
ハ
よ
ほ
ど
前
年
ノ
渡
と
也
、
是
ハ
卅
両
す
る
の
と
也

と
あ
り
、
下
線
部
を
訳
し
て
い
く
と
、『
佩
文
韻
府
』
二
箱
を
購
入
し
た
。
去
月

一
〇
日
頃
よ
り
こ
の
事
に
預
か
り
心
労
が
甚
だ
し
か
っ
た
が
、
よ
う
や
く
本
日
購

入
で
き
た
。
帙
毎
に
樟
脳
を
納
め
、
箱
は
新
調
を
し
た
。
価
格
は
二
四
金
で
あ
り

野
宮
家
で
は
容
易
く
得
難
い
書
で
あ
る
。
ま
た
、
定
之
が
一
八
歳
の
こ
ろ
、
堀
正

蔵
が
語
る
に
は
、『
佩
文
韻
府
』
と
『
淵
鑑
類
函
』
は
甚
だ
重
宝
の
物
で
あ
る
と

の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
入
手
し
た
か
っ
た
が
貧
乏
で
あ
り
、
か
つ
、
書
肆
は
野
宮

邸
へ
書
物
を
持
っ
て
来
な
か
っ
た
。
む
な
し
く
歳
月
が
す
ぎ
て
い
き
、
去
冬
一
一

月
に
書
肆
が
持
参
し
た
。
支
払
う
お
金
が
な
か
っ
た
た
め
、
し
ば
ら
く
購
入
を
止

め
、
今
秋
漸
く
『
佩
文
韻
府
』
を
購
入
し
、
非
常
に
う
れ
し
い
が
、
荒
川
元
英
が

こ
の
世
に
い
な
い
こ
と
が
恨
め
し
い
。『
佩
文
韻
府
』
を
購
入
で
き
た
の
は
、
神

の
感
応
の
顕
れ
で
あ
り
ま
こ
と
に
有
り
難
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、『
佩
文
韻
府
』

は
、
細
か
な
文
字
で
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
版
木
の
文
字
が
鮮
明
な
も
の
を
丁
寧

に
吟
味
し
た
。
宝
暦
五
年
に
金
一
七
両
で
購
入
し
た
山
科
家
の
版
木
は
、
今
回
購

入
し
た
『
佩
文
韻
府
』
よ
り
悪
い
、
と
あ
る
。

つ
ま
り
、
二
〇
年
程
前
で
あ
る
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）、
定
之
が
一
八
歳
の

こ
ろ
、
堀
正
蔵
か
ら
『
佩
文
韻
府
』
と
『
淵
鑑
類
函
』
は
非
常
に
重
宝
な
書
物
で

あ
る
と
言
わ
れ
、
定
之
は
入
手
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
山
科
頼
言
に
購
入
さ

れ
て
し
ま
っ
た
）
53
（

。
今
秋
漸
く
書
肆
か
ら
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
山
科
家

が
所
持
す
る
『
佩
文
韻
府
』
よ
り
良
い
版
木
で
刷
ら
れ
、
文
字
が
鮮
明
な
『
佩
文

韻
府
』
を
購
入
で
き
た
と
あ
る
。

ち
な
み
に
、
堀
正
蔵
と
は
、
堀
正
宗
（
正
脩
）・
堀
南
湖
の
事
で
あ
り
、
貞
享

元
年
（
一
六
八
四
）
に
誕
生
し
、
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
に
死
去
し
た
。
堀
正

宗
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
堀
杏
菴
の
曽
孫
で
、
安
芸
藩
儒
堀
景
山
の
従
兄
で
あ
り
、

自
身
も
安
芸
藩
に
仕
え
た
以
上
の
詳
細
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
）
54
（

。
ま
た
、
高
橋
俊

和
氏
に
よ
る
と
、
近
衛
家
𠘑
が
行
っ
た
『
大
唐
六
典
』
の
校
合
作
業
に
お
い
て
、

家
𠘑
が
組
織
し
て
い
た
『
大
唐
六
典
』
研
究
会
メ
ン
バ
ー
の
一
員
（
松
下
見
櫟
・

堀
南
湖
・
九
峰
元
桂
・
滋
野
井
公
澄
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
元
文
元
年
（
一
七
三

六
）、
近
衛
家
𠘑
が
没
し
た
後
は
、
堀
南
湖
や
松
下
見
櫟
が
牽
引
的
役
割
を
果
た
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し
た
人
物
で
あ
る
）
55
（

。

な
お
、
定
之
の
日
記
に
は
、
堀
正
蔵
が
野
宮
家
の
侍
講
を
つ
と
め
た
記
述
は
な

い
も
の
の
、
延
享
五
年
（
一
七
四
八
）
二
月
三
日
条
に
は
、
新
年
の
挨
拶
の
た
め
、

荒
川
元
英
の
許
に
向
か
い
、
次
に
縁
戚
筋
で
あ
る
庭
田
重
熙
へ
赴
き
、
次
に
嫡
流

家
で
あ
る
花
山
院
常
雅
に
参
っ
た
後
、
堀
正
蔵
宅
へ
赴
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

定
之
は
堀
正
蔵
と
親
し
く
交
際
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
）
56
（

。

ま
た
、
す
で
に
手
に
入
れ
た
書
物
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
、『
和
漢
三
才
図
会
』・

『
淵
鑑
類
函
』・『
佩
文
韻
府
』・『
正
字
通
』・『
康
煕
字
典
』・『
五
車
韻
瑞
』・『
小

補
韻
会
』（『
古
今
韻
会
挙
要
小
補
』）
と
、
今
後
入
手
し
た
い
書
物
と
し
て
、『
万

姓
統
譜
』・『
三
才
図
会
』・『
広
群
芳
譜
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、『
和
漢
三
才

図
会
』
以
外
は
、
明
代
・
清
代
に
編
纂
さ
れ
た
類
書
や
漢
字
字
典
ば
か
り
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
定
之
が
記
し
た
日
記
の
宝
暦
九
年
一
〇
月
一
六
日
条
に
は
、「
見
佩

文
済
、
広
群
芳
譜
三
十
冊
、
最
珍
重
之
者
也
、
後
年
必
可
求
之
、
代
金
十
両
云
々
、

不
能
力
者
也
、
宝
暦
十
二
年
七
月
九
日
、
銀
十
枚
ニ
て
相
求
了
」
と
あ
り
、『
佩

文
韻
府
』
を
読
み
終
わ
り
、『
広
群
芳
譜
』
は
最
も
重
要
な
書
物
で
あ
り
、
後
年

必
ず
入
手
す
る
。
代
金
一
〇
両
で
あ
る
た
め
、
現
在
は
購
入
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
、
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
七
月
九
日
に
、
銀

十
枚
で
購
入
し
た
と
の
書
き
込
み
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

宝
暦
四
年
以
降
、
定
之
が
、
明
代
・
清
代
に
編
纂
さ
れ
た
類
書
や
漢
字
字
典
を

購
入
し
始
め
た
の
は
、
同
年
に
父
定
俊
が
権
大
納
言
を
辞
し
て
隠
居
し
て
定
之
が

野
宮
家
当
主
と
な
り
、
野
宮
家
の
家
計
を
自
由
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
野
宮
家
は
経
済
的
に
豊
か
で
は
な
い
に
も
関

わ
ら
ず
、
定
之
が
明
代
・
清
代
に
編
纂
さ
れ
た
高
価
な
類
書
や
漢
字
字
典
な
ど
を

手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
の
は
、
第
四
章
②
「
定
之
の
家
業
」
で
検
討
し
た
よ
う
に
、

家
業
で
あ
る
有
職
故
実
を
行
う
に
お
い
て
、
中
国
王
朝
の
事
例
を
検
討
す
る
た
め

で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
定
之
の
日
記
の
宝
暦
九
年
閏
七
月
二
一
日
条
に
記
さ
れ
た
、
定
之
は
、

『
佩
文
韻
府
』
を
購
入
で
き
て
嬉
し
い
が
、
荒
川
元
英
が
こ
の
世
に
い
な
い
の
が

恨
め
し
い
と
の
記
述
に
、
定
之
の
漢
学
の
能
力
が
端
的
に
表
さ
れ
て
い
る
と
い
え

る
。
つ
ま
り
、
定
之
に
は
韻
書
で
あ
る
『
佩
文
韻
府
』
を
読
み
解
く
力
は
な
く
、

荒
川
元
英
が
生
き
て
い
た
な
ら
ば
、
元
英
に
読
み
解
か
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
、

元
英
が
こ
の
世
に
い
な
い
こ
と
が
恨
め
し
い
と
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）
57
（

。

定
之
は
、『
年
中
御
祝
之
次
第
』（
延
享
元
年
〈
一
七
四
四
〉）
や
『
松
陰
拾
葉
』

（
延
享
五
年
〈
一
七
四
八
〉）
を
著
し
、『
故
実
問
答
』（
宝
暦
一
三
年
〈
一
七
六

三
〉）
を
著
す
な
ど
）
58
（

、
野
宮
家
当
主
と
し
て
、
有
職
故
実
の
家
業
を
担
っ
て
い
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
定
之
は
特
別
に
漢
学
に
優
れ
て
は
お
ら
ず
、
荒
川
元
英
に
頼
っ
て
い

た
部
分
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
明
代
・
清
代
に
編
纂
さ
れ
た
韻
書

な
ど
の
な
か
に
は
、
元
英
に
頼
ら
な
い
と
読
め
な
い
書
物
が
あ
り
、
元
英
が
死
去

し
た
後
は
、
次
代
以
降
の
野
宮
家
当
主
が
活
用
す
る
こ
と
を
も
期
待
し
て
、
定
之

自
身
は
読
め
な
か
っ
た
と
し
て
も
購
入
し
て
い
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

野
宮
家
に
お
け
る
家
業
継
承
を
考
え
る
に
お
い
て
は
、
荒
川
元
英
の
存
在
は
重

要
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
九
月
に
、
野
宮
定
基
が
荒
川

元
英
を
雇
い
入
れ
た
の
は
、
野
宮
家
に
は
跡
を
継
ぐ
男
子
が
お
ら
ず
、
野
宮
家
の

家
業
が
次
代
へ
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
く
の
か
を
考
え
た
と
き
、
不
安
が

残
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
定
基
は
、
荒
川
元
英
を
見
込
ん
で
雇
い
、

野
宮
家
の
家
業
を
後
世
へ
継
承
さ
せ
る
役
割
を
担
わ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
定
基
が
死
去
し
た
後
、
元
英
は
、
野
宮
定
俊
に
代
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史　　　窓

わ
っ
て
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
の
講
釈
を
行
え
る
ほ
ど
垂
加
神
道
に
通
じ
、
さ
ら

に
は
、
嫡
子
で
あ
る
定
之
へ
有
職
故
実
の
伝
授
を
行
う
な
ど
、
野
宮
家
の
家
業
を

継
承
さ
せ
て
い
く
手
助
け
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
、
公
家
は
、
男
子
の
教
育
の
た
め
に
、
著
名
な
儒
学
者
な
ど
を
侍
講

と
し
て
雇
っ
て
い
た
が
、
荒
川
元
英
の
よ
う
に
、
公
家
の
家
業
継
承
に
関
す
る
役

割
を
担
わ
せ
る
た
め
に
雇
わ
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
、
珍
し
い
事
例
で
あ
ろ
う
。

定
之
は
、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
九
月
一
八
日
、
権
中
納
言
へ
昇
進
し
た
。

同
年
七
月
に
は
、
桃
園
天
皇
の
近
衆
臣
ら
が
罷
官
と
な
っ
た
宝
暦
事
件
が
お
き
て

い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
残
務
処
理
な
ど
で
職
務
が
多
忙
で
あ
っ
た
の
か
、
定
之
の

日
記
は
途
絶
え
が
ち
と
な
り
、
他
の
公
家
と
の
書
物
の
貸
借
や
、
家
業
で
あ
る
有

職
故
実
に
つ
い
て
の
記
述
も
少
な
く
な
っ
て
い
く
。

か
く
し
て
、
定
之
の
学
問
は
、
あ
く
ま
で
家
業
継
承
の
た
め
の
学
問
で
あ
り
、

宝
暦
事
件
と
は
関
わ
り
が
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
定
之
が
家
業
と
し

た
有
職
故
実
は
、
公
家
社
会
内
部
で
の
活
動
に
限
ら
れ
た
家
業
で
あ
り
、
公
家
社

会
以
外
へ
有
職
故
実
を
伝
授
す
る
な
ど
の
家
職
へ
と
展
開
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
定
之
は
、
学
問
や
有
職
故
実
に
優
れ
た
公
家
と
し
て
は
名
が
の
こ
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

お　

わ　

り　

に

本
稿
で
は
、
定
之
を
事
例
と
し
て
、
野
宮
家
の
家
業
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ

て
き
た
の
か
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
各
章
に
お
い
て
検
討
し
た
結
果
を
踏
ま
え

て
、
は
じ
め
に
で
示
し
た
課
題
に
答
え
た
い
。

野
宮
家
で
は
、
野
宮
定
基
が
野
宮
家
の
有
職
故
実
を
家
業
と
し
て
確
立
さ
せ
た

が
、
定
基
に
は
嫡
子
が
お
ら
ず
、
養
子
相
続
が
続
く
こ
と
か
ら
、
定
基
は
、
家
業

の
継
承
に
危
機
を
覚
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
定
基
は
荒
川
元
英
を
雇

い
、
元
英
が
家
業
を
継
承
さ
せ
る
役
割
を
担
う
こ
と
を
期
待
し
た
。
定
基
の
死
後
、

定
基
の
女
と
婚
姻
し
野
宮
家
を
継
い
だ
野
宮
定
俊
は
、
正
親
町
公
通
の
息
男
で
あ

り
、
垂
加
神
道
を
自
ら
の
仕
事
と
し
た
が
、
定
俊
は
、
息
男
定
之
へ
は
垂
加
神
道

を
伝
授
せ
ず
、
野
宮
家
の
家
業
で
あ
る
有
職
故
実
を
伝
授
し
て
い
っ
た
。
そ
の
際
、

元
英
が
伝
授
の
手
助
け
を
行
っ
た
。
ま
た
、
元
英
は
、
定
俊
が
行
っ
た
垂
加
神
道

に
つ
い
て
も
助
け
と
な
る
な
ど
、
野
宮
家
の
家
業
継
承
や
家
業
遂
行
に
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

定
基
が
確
立
さ
せ
た
有
職
故
実
は
、
家
礼
関
係
を
維
持
す
る
摂
関
家
や
、
有
職

故
実
を
家
業
と
し
て
き
た
公
家
と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

各
門
流
の
有
職
故
実
や
旧
記
類
な
ど
の
先
例
を
蓄
積
し
た
摂
関
家
や
、
有
職
故
実

を
家
業
と
し
て
き
た
公
家
に
対
し
て
、
ど
の
先
例
が
優
れ
て
い
る
か
と
い
っ
た
有

職
故
実
の
解
釈
を
巡
っ
て
の
争
い
と
な
る
と
、
野
宮
家
は
新
た
に
設
立
し
た
家
で

あ
る
こ
と
か
ら
敵
わ
な
い
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
野
宮
定
基
は
、
漢
学
を
基
に

し
て
有
職
故
実
に
つ
い
て
検
討
し
、
門
流
や
一
門
の
有
職
故
実
に
こ
だ
わ
ら
ず
、

旧
記
な
ど
か
ら
広
く
先
例
を
引
き
出
す
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
王
朝
の
事
例
を
引

用
し
て
詳
論
し
て
い
く
と
い
う
野
宮
家
の
有
職
故
実
を
確
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
野
宮
家
の
有
職
故
実
を
継
承
し
た
定
之
は
、
近
世
の
出
版
文
化
の
隆

盛
に
よ
っ
て
、
当
該
期
に
出
版
さ
れ
た
刊
行
物
や
、
中
国
で
編
纂
さ
れ
た
類
書
や

漢
字
字
典
を
購
入
す
る
こ
と
で
、
野
宮
家
の
家
業
の
維
持
を
図
ろ
う
と
し
て
い
く
。

次
代
も
活
用
す
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
書
物
を
購
入
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

事
実
、
定
之
の
息
男
定
晴
が
記
し
た
日
記
）
59
（

の
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
五
月
一

一
日
条
で
は
、
一
四
歳
に
し
て
明
代
の
韻
書
で
あ
る
『
五
車
韻
瑞
』
を
読
む
な
ど
、

学
問
に
励
む
記
事
が
続
く
こ
と
か
ら
、
定
之
の
意
図
は
成
功
し
た
と
言
え
よ
う
。
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野宮家における家業の継承

ま
た
、
近
世
後
期
以
降
の
野
宮
当
主
に
は
、
定
静
、
定
静
の
息
男
定
祥
、
定
祥
の

息
男
定
功
が
い
る
が
、
彼
ら
の
日
記
に
は
、
幼
年
期
に
は
父
か
ら
学
問
を
教
授
さ

れ
、
元
服
後
は
侍
講
と
し
て
雇
っ
た
儒
学
者
や
国
学
者
か
ら
指
導
を
受
け
る
な
ど
、

熱
心
な
学
問
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
幕
末
の
野
宮
家
当
主
で
あ
る
定

功
は
、
野
宮
家
の
有
識
故
実
を
継
承
し
、
当
該
期
の
公
家
社
会
に
お
い
て
そ
の
学

識
が
認
め
ら
れ
る
一
方
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
か
ら
慶
応
二
年
（
一
八
六

六
）
に
か
け
て
武
家
伝
奏
に
就
任
し
、
正
親
町
三
条
実
愛
や
中
山
忠
能
ら
と
と
も

に
、
幕
末
政
治
史
に
お
い
て
活
躍
し
た
。

で
は
、
定
之
以
降
、
野
宮
家
の
家
業
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
、

野
宮
家
の
蔵
書
が
ど
の
よ
う
に
維
持
さ
れ
活
用
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、

本
稿
の
課
題
を
越
え
る
た
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（1
）  

橋
本
政
宣
「
豊
臣
政
権
と
公
家
衆
の
家
業
」
四
三
二
〜
四
三
六
頁
（
同
『
近

世
公
家
社
会
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
2
）  

橋
本
政
宣
「
江
戸
幕
府
と
公
家
衆
の
家
業
」（
同
『
近
世
公
家
社
会
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
3
）  

山
口
和
夫
「
近
世
の
家
職
」
三
〇
八
・
三
一
五
・
三
一
八
頁
（『
岩
波
講
座　

日
本
通
史　

第
14
巻　

近
世
4
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）。

（
4
）  

藤
田
覚
『
幕
末
の
天
皇
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
26
（
講
談
社
、
一
九
九
四

年
）、
同
「
天
皇
号
の
再
興
」（
同
『
近
世
政
治
史
と
天
皇
』
吉
川
弘
文
館
、
一

九
九
九
年
）。

（
5
）  

林
屋
辰
三
郎
「
寛
永
文
化
論
」（
同
『
中
世
文
化
の
基
調
』
東
京
大
学
出
版

会
、
一
九
五
三
年
）。
熊
倉
功
夫
『
寛
永
文
化
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九

八
八
年
）。 

（
6
）  

松
澤
克
行
「
十
七
世
紀
中
後
期
に
お
け
る
公
家
文
化
と
そ
の
環
境
」（『
史

境
』
四
三
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
7
）  

梅
田
千
尋
「
近
世
本
所
の
家
伝
と
家
職
│
「
陰
陽
道
」
像
の
模
索
│
」（『
歴

史
評
論
』
七
七
一
号
、
二
〇
一
四
年
）。

（
8
）  

高
埜
利
彦
「
江
戸
幕
府
の
朝
廷
支
配
」
六
五
〜
六
六
頁
（『
日
本
史
研
究
』

三
一
九
、
一
九
八
九
年
）。
久
保
貴
子
「
霊
元
天
皇
の
朝
廷
運
営
」・
同
「
上

皇
・
天
皇
の
早
世
と
朝
廷
運
営
」（
同
『
近
世
の
朝
廷
運
営
』
岩
田
書
院
、
一

九
九
八
年
）。
米
田
雄
介
「
朝
儀
の
再
興
」（
辻
達
也
編
『
日
本
の
近
世　

2
天

皇
と
将
軍
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
）。

（
9
）  

田
島
公
編
『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
』（
第
一
輯
〜
第
六
輯
、
思
文
閣
出
版
、

二
〇
〇
三
〜
二
〇
一
七
年
）。
吉
川
眞
之
・
小
川
剛
生
編
『
禁
裏
本
と
古
典
学
』

（
塙
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）。
酒
井
茂
幸
『
禁
裏
本
歌
書
の
蔵
書
史
的
研
究
』

（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）。
松
澤
克
行
「
寛
永
文
化
期
に
お
け
る
九
条
家

文
庫
点
描
」（『
文
学
』
第
十
一
巻
第
三
号
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
10
）  

松
澤
克
行
「
近
世
の
家
礼
に
つ
い
て
」（『
日
本
史
研
究
』
三
八
七
、
一
九
九

四
年
）。

（
11
）  

宮
川
康
子
「
野
宮
定
基
卿
記
覚
書
（
1
）」（『
京
都
産
業
大
学
日
本
文
化
研

究
所
紀
要
』
第
六
号
、
二
〇
〇
一
年
）・
同
「
野
宮
定
基
の
思
想
形
成
│
野
宮

定
基
卿
記
覚
書
（
2
）
│
」（『
京
都
産
業
大
学
論
集
人
文
科
学
系
列
』
第
二
九

号
、
二
〇
〇
二
年
）。
西
村
慎
太
郎
「
寛
政
期
有
職
研
究
の
動
向
と
裏
松
固
禅
」

（『
近
世
公
家
社
会
に
お
け
る
故
実
研
究
の
政
治
的
社
会
的
意
義
に
関
す
る
研

究
』
課
題
番
号
一
四
三
一
〇
一
五
二
、
二
〇
〇
二
年
度
〜
二
〇
〇
四
年
度
科
学

研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｂ
）（
一
般
）
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
12
）  

本
稿
で
家
業
と
い
う
場
合
は
、
橋
本
政
宣
氏
の
「
熊
倉
功
夫
は
、
家
業
は
公

家
が
公
儀
＝
幕
府
へ
は
た
す
務
め
、
高
埜
利
彦
は
家
職
は
、
そ
の
家
に
世
襲
さ

れ
た
権
利
（
職
）
と
し
て
公
認
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
、
家
業
、
家
職
の
語
の

使
い
方
や
そ
の
理
解
も
異
な
る
、
と
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
い
る
（
橋
本
政
宣
前

掲
論
文
「
豊
臣
政
権
と
公
家
衆
の
家
業
」
四
一
七
〜
四
一
八
頁
）。
ま
た
、
橋

本
氏
は
、
江
戸
時
代
の
家
業
に
は
、「
家
伝
の
学
芸
と
し
て
の
家
業
」
と
「
役

と
し
て
義
務
づ
け
ら
れ
た
家
業
」
と
が
あ
り
、
前
者
は
「
家
々
之
学
問
」
と
も

い
う
べ
き
も
の
、
後
者
は
儒
学
・
有
職
な
ど
公
家
衆
の
す
べ
て
が
励
む
べ
き
役

と
し
て
義
務
づ
け
ら
れ
た
家
業
と
指
摘
し
た
が
（
橋
本
政
宣
前
掲
論
文
「
江
戸

幕
府
と
公
家
衆
の
家
業
」
四
四
六
頁
） 

、
本
稿
で
家
業
と
い
う
場
合
は
、「
家

伝
の
学
芸
と
し
て
の
家
業
」
を
指
し
、
朝
廷
や
公
家
社
会
内
部
で
の
活
動
に
限
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史　　　窓

る
。

（
13
）  

山
口
和
夫
前
掲
論
文
「
近
世
の
家
職
」、
橋
本
政
宣
前
掲
論
文
「
豊
臣
政
権

と
公
家
衆
の
家
業
」・
同
前
掲
論
文
「
江
戸
幕
府
と
公
家
衆
の
家
業
」
参
照
。

（
14
）  
拙
稿
「
近
世
公
家
社
会
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研

究
報
告
』
一
四
一
集
、
二
〇
〇
八
年
）、
拙
稿
「
幕
末
の
修
陵
事
業
」（『
明
治

維
新
史
研
究
』
第
四
号
、
二
〇
〇
七
年
）、
拙
稿
「
幕
末
公
家
社
会
に
お
け
る

三
条
実
万
の
役
割
」（『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
二
六
六
号
、
二
〇
〇
七

年
）、
拙
稿
「
一
八
世
紀
公
家
社
会
に
お
け
る
学
問
と
家
業
│
滋
野
井
家
を
事

例
と
し
て
│
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
三
五
、
二
〇
一
二
年
）。

（
15
）  

拙
稿
「
江
戸
時
代
の
公
家
と
蔵
書
」
四
二
頁
（
横
田
冬
彦
編
『
シ
リ
ー
ズ

〈
本
の
文
化
史
〉
1
読
書
と
読
者
』〈
平
凡
社
、
二
〇
一
五
年
〉）。

（
16
）  

拙
稿
前
掲
論
文
「
江
戸
時
代
の
公
家
と
蔵
書
」
四
二
頁
。

（
17
）  

芝
葛
盛
「
勤
王
家
と
し
て
の
野
々
宮
定
基
卿
」（『
歴
史
地
理
』
第
十
一
巻
第

一
号
、
一
九
〇
八
年
）、
平
井
誠
二
「
前
期
幕
藩
制
と
天
皇
」（『
講
座　

前
近

代
の
天
皇
2　

天
皇
権
力
の
構
造
と
展
開　

そ
の
2
』
青
木
書
店
、
一
九
九
三

年
）。

（
18
）  

宮
川
康
子
前
掲
論
文
「
野
宮
定
基
の
思
想
形
成
│
野
宮
定
基
卿
記
覚
書

（
2
）
│
」
一
七
五
〜
一
七
九
頁
。

（
19
）  

宮
川
康
子
前
掲
論
文
「
野
宮
定
基
卿
記
覚
書
」（
1
）
一
八
一
頁
。

（
20
）  

宮
川
康
子
「
元
禄
七
年
賀
茂
祭
再
興
に
つ
い
て
│
野
宮
定
基
日
記
か
ら
│
」

（『
京
都
産
業
大
学
日
本
文
化
研
究
所
報
』
一
八
号
、
二
〇
一
三
年
）。  

（
21
）  

宮
川
康
子
前
掲
論
文
「
野
宮
定
基
卿
記
覚
書
」（
1
）
一
七
七
頁
。

（
22
）  

『
国
書
総
目
録
』
第
六
巻
、
七
二
〇
頁
（
岩
波
書
店
、
輔
丁
版
一
九
九
〇
年
）。

（
23
）  

礒
前
順
一
・
小
倉
慈
司
編
『
近
世
朝
廷
と
垂
加
神
道
』
三
五
頁
（
ペ
リ
カ
ン

社
、
二
〇
〇
五
年
）。 

（
24
）  

「
第
一
部　

正
親
町
家
と
垂
加
神
道
」
六
〇
頁
（
礒
前
順
一
・
小
倉
慈
司
編

前
掲
書
『
近
世
朝
廷
と
垂
加
神
道
』）。 

（
25
）  

「
第
一
部　

正
親
町
家
と
垂
加
神
道
」
六
〇
頁
（
礒
前
順
一
・
小
倉
慈
司
編

前
掲
書
『
近
世
朝
廷
と
垂
加
神
道
』）。

（
26
）  

「
第
一
部　

正
親
町
家
と
垂
加
神
道
」
六
二
頁
（
礒
前
順
一
・
小
倉
慈
司
編

前
掲
書
『
近
世
朝
廷
と
垂
加
神
道
』）。

（
27
）  

定
之
が
記
し
た
日
記
の
元
文
三
年
二
月
九
日
条
に
、「
伯
母
正
親
町
故
一
位

女
昨
夜
死
去
ニ
候
」（『
野
宮
定
之
日
記
』〈
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
〉）
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
伯
母
で
あ
り
正
親
町
公
通
の
女
が
死
去
し
た
こ
と
に
よ
る
、
忌
服
の

た
め
の
暇
で
あ
る
。

（
28
）  

『
野
宮
定
之
日
記
』（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
）。
以
下
、
本
稿
で
引
用
す
る
野

宮
定
之
の
日
記
は
、『
野
宮
定
之
日
記
』
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
で
あ
る
。

（
29
） 玉
木
正
英
は
、
寛
文
一
〇
年
に
誕
生
し
、
元
文
元
年
に
死
去
し
た
神
道
家
で
あ

る
。
室
号
は
葦
斎
で
、
五
十
鰭
翁
と
も
い
う
。
正
徳
三
年
に
正
親
町
公
通
に
入

門
し
、
享
保
一
一
年
に
垂
加
神
道
の
秘
伝
『
待
授
抄
』
を
授
け
ら
れ
、
こ
れ
を

勘
案
し
て
橘
家
神
道
を
大
成
し
、
一
派
を
成
し
た
。

（
30
）  

「
第
一
部　

正
親
町
家
と
垂
加
神
道
」
六
〇
頁
（
礒
前
順
一
・
小
倉
慈
司
編

前
掲
書
『
近
世
朝
廷
と
垂
加
神
道
』）。

（
31
）  

辻
彦
三
郎
『
藤
原
定
家
明
月
記
の
研
究
』
二
六
七
〜
二
六
九
頁
（
吉
川
弘
文

館
、
一
九
七
七
年
）。

（
32
）  

辻
彦
三
郎
前
掲
書
『
藤
原
定
家
明
月
記
の
研
究
』
二
六
七
〜
二
六
九
頁
。

（
33
）  

『
野
宮
定
基
日
記
』（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
）。

（
34
）  

宝
永
八
年
正
月
一
五
日
、
野
宮
定
基
は
、
新
井
白
石
の
質
問
に
答
え
た
問
答

で
あ
る
「
黄
白
問
答
」（「
新
野
問
答
」
と
も
言
う
）
を
著
し
た
。
こ
の
「
黄
白

問
答
」
に
は
、
正
徳
二
年
三
月
七
日
付
で
荒
川
元
英
の
奥
書
が
あ
り
、
本
書
は

三
冊
の
写
本
が
作
成
さ
れ
、
一
冊
は
「
新
井
氏
」、
一
冊
は
「
松
田
氏
」、
一
冊

は
荒
川
元
英
が
所
持
し
て
い
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
以
上
か
ら
も
、
荒
川
元

英
は
、
野
宮
定
基
の
側
近
く
に
仕
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（『
新
野
問
答
』

早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
スhttp://w

w
w

.w
ul.

w
aseda.ac.jp/kotenseki/htm

l/w
a03/w

a03_03679/index.htm
l

）。

（
35
）  

冠
の
縁
を
二
分
し
て
額
の
ほ
う
を
磯
、
後
方
を
海
と
い
い
、
海
に
挿
し
入
れ

て
垂
ら
す
細
長
い
布
を
纓
と
称
し
た
。

（
36
）  

野
村
玄
「
近
世
天
皇
葬
送
儀
礼
の
確
立
と
皇
位
」（『
近
世
国
家
の
確
立
と
天

皇
』〈
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
六
年
〉）。

（
37
）  
荒
川
喜
内
が
ど
の
よ
う
な
人
物
か
、
他
に
記
載
が
な
い
た
め
明
か
に
な
ら
ず

今
後
の
課
題
と
し
た
。
た
だ
し
、
荒
川
と
い
う
名
字
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
荒
川

元
英
の
縁
者
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
お
、
元
英
は
、
定
之
の
日
記
に
寛
永
三
年
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野宮家における家業の継承

以
降
登
場
し
な
く
な
る
。
し
か
し
、
定
之
の
日
記
に
は
、
元
英
が
亡
く
な
っ
た

な
ど
の
記
述
は
な
い
。

（
38
）  
小
野
職
房
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
か
明
ら
か
に
な
ら
ず
今
後
の
課

題
と
し
た
い
。

（
39
）  

『
大
漢
和
辞
典
』
巻
七
、
五
〇
頁
（
大
修
館
書
店
、
一
九
七
六
年
）。

（
40
）  

『
大
漢
和
辞
典
』
巻
一
、
七
二
九
頁
（
大
修
館
書
店
、
一
九
七
六
年
）。

（
41
）  

『
佩
文
齋
廣
群
芳
譜
』（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2558579?tocO
pened=1

）。

（
42
）  

『
和
漢
三
才
図
会
』
は
、
序
文
に
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
と
記
し
て
あ
り
、

大
坂
杏
林
堂
よ
り
、
正
徳
期
か
ら
享
保
期
の
間
に
刊
行
さ
れ
た
。

（
43
）  

『
野
宮
定
之
日
記
』
に
は
、
延
享
五
年
三
月
二
五
日
条
で
は
な
く
、
同
年
同

月
二
二
日
条
に
該
当
す
る
記
事
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
正
親
町
実
連
か
ら
、
尋

ね
ら
れ
た
「
名
字
用
下
字
の
例
の
事
」
に
つ
い
て
、
定
之
が
答
え
て
い
る
が
、

そ
の
際
、『
中
右
記
』
の
天
永
三
年
一
一
月
一
六
日
条
が
勘
物
と
し
て
注
進
さ

れ
て
い
る
。

（
44
）  

拙
稿
前
掲
論
文
「
一
八
世
紀
公
家
社
会
に
お
け
る
学
問
と
家
業
│
滋
野
井
家

を
事
例
と
し
て
│
」
一
四
七
・
一
四
八
頁
、
一
五
三
頁
。

（
45
）  

拙
稿
前
掲
論
文
「
一
八
世
紀
公
家
社
会
に
お
け
る
学
問
と
家
業
│
滋
野
井
家

を
事
例
と
し
て
│
」
一
五
六
・
一
五
七
頁
。

（
46
）  

拙
稿
前
掲
論
文
「
一
八
世
紀
公
家
社
会
に
お
け
る
学
問
と
家
業
│
滋
野
井
家

を
事
例
と
し
て
│
」
一
六
五
頁
。

（
47
）  

『
野
宮
定
之
日
記
』
の
宝
暦
一
一
年
九
月
二
日
条
に
は
、「
滋
野
井
へ
遣
留
一

紙
、
蓼タ
テ
ノ

穂ホ

・
茄ナ
ス
ヒ子
・
梨ナ
シ
ノ

葉ハ

汁
ヲ
シ
ボ
リ
飲
、
忍ス
ヒ

冬ガ
ツ
ラ

ヲ
噛カ
ミ

テ
ヨ
シ
、
桜
サ
ク
ラ
ノ

実ミ

陰
干

粉
ス
ル
ヲ
白サ

湯ユ

ニ
テ
飲
、
桜サ
ク
ラ

木
ノ
皮
ヲ
煎
テ
飲
、
塩
蓼
穂
無
之
、
若
御
入
用
候

ハ
ヽ
可
令
進
上
候
、
桜
木
皮
進
上
候
、
豆
腐
ヲ
煮
テ
食
も
可
宜
候
歟
、
右
公
麗

卿
松
茸
ニ
酔
タ
ル
カ
毒
ニ
ア
タ
リ
タ
ル
カ
ノ
薬
ヲ
被
尋
候
返
事
也
」
と
、
公
麗

か
ら
、
松
茸
の
毒
に
あ
た
っ
た
際
の
薬
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、
定

之
が
答
え
た
記
述
が
あ
る
。
天
明
元
年
、
滋
野
井
公
麗
は
、
松
茸
の
中
毒
に

よ
っ
て
死
去
し
た
が
、
以
前
よ
り
松
茸
の
毒
に
あ
た
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
48
）  

松
園
斉
『
日
記
の
家
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
）
参
照
。

（
49
）  

拙
稿
前
掲
論
文
「
江
戸
時
代
の
公
家
と
蔵
書
」
四
四
〜
四
八
頁
。

（
50
）  

『
周
憲
王
救
荒
本
草
』（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2555678

）。

（
51
）  

『
救
荒
野
譜
』（
国
立
国
会
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ンhttp://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/2536080

）。

（
52
）  

川
口
高
風
「
諦
忍
律
師
自
筆
の
『
空
華
談
叢
』
の
確
認
」（『
印
度
学
仏
教
学

研
究
』
44
（
2
）、
一
九
九
六
年
）
参
照
。

（
53
）  

4
章
①
で
引
用
し
た
、『
野
宮
定
之
日
記
』
の
宝
暦
五
年
五
月
二
五
日
条
に

は
、「
日
々
見
淵
鑑
類
函
全
部
二
百
冊
四
百
五
十
巻
・
廿
帙
各
十
冊
ツ
ヽ
価
廿

金
或
十
九
金
、
午
刻
見
佩
文
韻
府
全
三
百
冊
・
価
廿
五
金
或
十
七
金
、
今
度
或

人
求
之
、
後
年
予
亦
必
可
求
之
也
」
と
、『
佩
文
韻
府
』
と
『
淵
鑑
類
函
』
を

購
入
で
き
る
機
会
が
あ
っ
た
が
高
価
で
購
入
で
き
ず
、
あ
る
人
に
購
入
さ
れ
て

し
ま
っ
た
と
あ
る
。
そ
し
て
、『
野
宮
定
之
日
記
』
の
宝
暦
九
年
閏
七
月
二
一

日
条
か
ら
、
そ
の
時
購
入
し
た
あ
る
人
と
は
、
山
科
頼
言
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
の
で
あ
る
。

（
54
）  

長
澤
規
矩
也
監
修
・
長
澤
孝
三
編
『
改
訂
増
補
漢
文
学
者
総
覧
』
三
九
八
頁

（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
一
年
）。

（
55
）  

高
橋
俊
和
「
近
衛
本
『
大
唐
六
典
』
の
版
行
と
京
儒
の
か
か
わ
り
」
二
二
〜

二
三
頁
（『
国
語
国
文
』
第
七
五
巻
第
九
号
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
56
）  

『
野
宮
定
之
日
記
』
延
享
五
年
（
一
七
四
八
）
二
月
三
日
条
「
巳
刻
行
向
元

英
（
荒
川
）
宅
、
賀
歳
首
、
暫
而
言
語
、
至
庭
田
亭
（
重
煕
）、
良
久
侍
伯
母

御
前
、
自
其
参
花
山
院
（
常
雅
）
殿
、
依
神
斎
不
謁
給
、
至
堀
正
蔵
宅
他
行
」。

（
57
）  

『
野
宮
定
之
日
記
』
に
は
、
荒
川
元
英
が
い
つ
死
ん
だ
の
か
に
つ
い
て
記
さ

れ
て
い
な
い
。

（
58
）  

『
国
書
総
目
録
』
第
六
巻
、
七
二
〇
頁
（
岩
波
書
店
、
輔
丁
版
一
九
九
〇
年
）。

（
59
）  

『
定
晴
卿
記
』
一
巻
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
。

〔
附
記
〕
本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
二
月
二
日
に
一
橋
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
、

「
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容
」
研
究
会
で
報
告
の
機
会
を
い
た
だ
い
た
「
野
宮

定
之
の
学
問
観
」
を
も
と
に
作
成
し
た
。
当
日
、
貴
重
な
ご
意
見
を
く
だ
さ
っ

た
方
々
に
、
心
よ
り
御
礼
申
し
あ
げ
る
。


